
令和６（2024）年 2・3 月

○この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に

基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。

○リサイクル適性の表示

この印刷物は A ランクの資材のみを使用しており、印刷用の紙にリサイクルできます。
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国国等等のの各各機機関関  ((第第７７条条、、第第８８条条))  
((国国会会、、裁裁判判所所、、各各省省、、独独立立行行政政法法人人等等)) 

「「基基本本方方針針」」のの策策定定  ((第第６６条条))  

各各機機関関がが調調達達方方針針をを作作成成すするる際際のの基基本本的的事事項項 

ググ  リリ  ーー  ンン  購購  入入  法法  のの  仕仕  組組  みみ  
国国等等にによよるる環環境境物物品品等等のの調調達達のの推推進進等等にに関関すするる法法律律（（平平成成１１２２年年法法律律第第１１００００号号））  

  
  

  環環境境負負荷荷のの低低減減にに資資すするる物物品品・・役役務務（（環環境境物物品品等等））ににつついいてて、、  

①① 国国等等のの公公的的部部門門ににおおけけるる調調達達のの推推進進    ⇒⇒    環環境境負負荷荷のの少少なないい持持続続可可能能なな社社会会のの構構築築  

    ②②  情情報報のの提提供供ななどど  

環環境境大大臣臣がが各各大大臣臣等等にに必必要要なな要要請請  ((第第９９条条))  

 
 
 
 
 
 
 
    
     

  

  

・ 毎毎年年度度、、調調達達方方針針をを作作成成  
・ 調調達達方方針針にに基基づづきき調調達達推推進進  

（（努努力力義義務務））  

    

  

物物品品購購入入等等にに際際しし、、ででききるる限限りり、、

環環境境物物品品等等をを選選択択  
（（一一般般的的責責務務））  

製製品品メメーーカカーー等等  ((第第 1122 条条))  
製製造造すするる物物品品等等ににつついいててのの適適切切なな環環境境

情情報報のの提提供供  

環環境境ララベベルル等等のの情情報報提提供供団団体体  ((第第 1133 条条))  

科科学学的的知知見見、、国国際際的的整整合合性性をを踏踏ままええたた情情

報報のの提提供供  

毎毎年年度度「「調調達達方方針針」」をを作作成成・・公公表表  

調調達達方方針針にに基基づづきき、、調調達達推推進進  

調調達達実実績績のの取取りりままととめめ・・公公表表  
環環境境大大臣臣へへのの通通知知  

情情報報のの提提供供  

環境調達を理由として、物品調達の総量を

増やすこととならないよう配慮 (第 11 条) 

((第第１１条条))  

国国（（政政府府））  
 製製品品メメーーカカーー、、環環境境ララベベルル団団体体等等がが提提供供すするる情情報報をを整整理理、、分分析析ししてて提提供供  ((第第 1144 条条))  
 適適切切なな情情報報提提供供体体制制ののあありり方方ににつついいてて引引きき続続きき検検討討  ((附附則則第第２２項項))  

((第第５５条条))  

((第第 1100 条条))  

国国等等ににおおけけるる調調達達のの推推進進  地地方方公公共共団団体体・・地地方方独独立立行行政政法法人人  

事事業業者者・・国国民民  

目目  的的  

資資料料１１ 
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1. グリーン購入法の概要

本資料の内容

2. 特定調達品目に係る判断の
基準等の変更について

1

環境物品等の調達の推進に関する
基本方針の変更について

令和5年度グリーン購入法基本方針説明会資料

環環境境省省大大臣臣官官房房環環境境経経済済課課

－ 2－



1．グリーン購入法の概要

3

グリーン購入とは
①購入の必要性を十分に考え
②必要な場合は品質や価格だけでなくできるだけ環境への負荷の
少ない製品やサービスを

③環境負荷の低減に努める事業者から優先的に購入

環境問題を消費者の適切な選択により解決することができる実践的な取組

2
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グリーン購入法の概要②

国及び独立行政法人等

責務（法第３条）
国等の機関による環境物品等の選択

環境物品等への需要の転換の促進

グリーン購入の推進のため普及・啓発等の措置
事業者・国民への働きかけ

「基本方針」の策定（法第６条）
グリーン購入の推進に関する基本的事項等

各省各庁の長等及び独立行政法人等の長は、

毎年度、基本方針に即してグリーン購入の調達
方針を定め・公表（法第７条）
調達方針に基づき調達を推進

調達実績の概要を取りまとめ・公表・環境大臣
に通知（法第８条）

（取組が不十
分な場合）
環境大臣が
各大臣等に
必要な要請
（法第９条）

◇重点的に調達を推進すべき環境
物品の種類（特定調達品目）

◇判断の基準及び基準を満たす物
品等（特定調達物品等）の調達
の推進に関する事項 等

責務、基本方針、
調達方針等

5

グリーン購入法の概要①

目的（法第１条）

 国等の公的部門における調達の推進
 環境物品等に関する情報の提供 等

環境負荷の少ない持続的発展が
可 能 な 社 会 の 構 築

環境負荷の低減に資する物品・役務
（環境物品等）について、

環境物品等
への需要の
転換の促進

4
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グリーン購入法の概要④

調達に当たっての配慮（法第11条）

環境物品等の調達を理由として、物品等の調達量の総量を増やす
ことのないよう配慮

情報の提供（法第12条、13条）

情報の整理等（法第14条、附則2項）

 国は上記で提供された環境情報を整理、分析して提供
 政府は適切な情報提供体制のあり方について引き続き検討

 事業者は物品等の購入者に対し適切な環境情報の提供

 環境ラベル等の情報提供団体は科学的知見、国際的整合性を踏
まえた情報の提供

7

グリーン購入法の概要③

地方公共団体等

責務（法第４条） グリーン購入の推進のための措置を講ずる

地方公共団体等のグリーン購入の推進（法第10条）
調達方針の作成

特定調達品目については、調達を推進する環境物品等と
して定めるよう努める

調達方針に基づき調達を推進

事業者・国民

責務（法第５条） 可能な限り環境物品等の選択に努める

6
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特定調達物品の国内販売量及び割合

プラスチック製バインダーの国内販売量及び特定調達物品の割合の推移
9

国等の機関の調達実績の推移

8
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配慮事項
特特定定調調達達物物品品等等ででああるるたためめのの要要件件ででははなないいがが、、調調達達にに当当たたっってて、、更更
にに配配慮慮すするるここととがが望望ままししいい事事項項

現現時時点点でで判判断断のの基基準準ととししてて一一律律にに適適用用すするるここととがが適適当当ででなないい事事項項でで
ああっっててもも環環境境負負荷荷低低減減上上重重要要なな事事項項

より高い環境性能を示すものとして 「基準値1」
最低限満たすべきものとして 「基準値2」

判断の基準
ググリリーーンン購購入入法法第第6条条第第2項項第第2号号にに規規定定すするる特特定定調調達達物物品品等等ででああるる
たためめのの基基準準

ラライイフフササイイククルル全全体体ににわわたたっってて多多様様なな環環境境負負荷荷のの低低減減をを考考慮慮

特特定定調調達達品品目目ごごととのの判判断断のの基基準準はは数数値値等等のの明明確確性性がが確確保保ででききるる事事項項
ににつついいてて設設定定

各各機機関関のの調調達達方方針針ににおおけけるる毎毎年年度度のの調調達達目目標標のの設設定定のの対対象象ととななるる物物
品品等等をを明明確確ににすするるたためめにに定定めめらられれるるもものの

よよりり高高いい環環境境性性能能にに基基づづくく調調達達をを推推進進すするる観観点点
かからら、、同同一一事事項項ににおおいいてて複複数数のの基基準準値値をを設設定定

11

判断の基準と配慮事項

特定調達物品の国内出荷量及び割合

定規の国内出荷量及び特定調達物品の割合の推移
10
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閣議決定年⽉品目数品 目分 野
令和5年2月（経過措
置により6年度から）3コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機画像機器等（コピー機

等3品目）

平成31年2月設定
令和4年2⽉強化3電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫家電製品（電気冷蔵

庫等3品目）

令和元年2月設定
令和5年2⽉強化1業務用エアコンディショナーエアコンディショナー等

平成31年2月設定1LED照明器具（投光器及び防犯灯を除く）照明

令和3年2月設定
令和4年2⽉強化5

⼩型バス、⼩型貨物⾞、バス等、トラック等、トラクタ
（乗用⾞は令和4年2月から基準値1の「電動⾞等」
のみに統一）⾃動⾞等

令和4年2月設定1乗用⾞用タイヤ

令和5年2月設定1タイルカーペットインテリア・寝装寝具

令和3年2月設定1太陽熱利用システム設備

2段階の判断の基準の設定品目一覧【令和6年度】

カーボンニュートラルに向けて「基準値1」による率先的な調達を期待

令令和和6年年度度ににおおけけるる2段段階階のの判判断断のの基基準準のの設設定定品品目目一一覧覧

13

定 義【p.8】】

ググリリーーンン購購入入法法第第6条条第第2項項第第2号号にに規規定定すするる特特定定調調達達物物
品品等等（（ググリリーーンン購購入入法法にに適適合合すするる物物品品・・ササーービビスス））ででああ
るるたためめのの基基準準

判判断断のの基基準準

判判断断のの基基準準ににおおいいてて同同一一事事項項にに複複数数のの基基準準値値をを設設定定ししてて
いいるる場場合合にに、、当当該該事事項項ににおおけけるるよよりり高高いい環環境境性性能能のの基基準準
値値でであありり、、可可能能なな限限りり調調達達をを推推進進ししてていいくく基基準準ととししてて示示
すすもものの

基基準準値値１１

判判断断のの基基準準ににおおいいてて同同一一事事項項にに複複数数のの基基準準値値をを設設定定ししてて
いいるる場場合合にに、、各各機機関関ににおおいいてて調調達達をを行行うう最最低低限限のの基基準準とと
ししてて示示すすもものの

基基準準値値２２

特特定定調調達達物物品品等等ででああるるたためめのの要要件件ででははなないいがが、、特特定定調調達達
物物品品等等をを調調達達すするるにに当当たたっってて、、更更にに配配慮慮すするるここととがが望望まま
ししいい事事項項

配配慮慮事事項項

基本方針の該当頁

12
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①① 令令和和5年年度度ににおおけけるる見見直直しし品品目目一一覧覧及及
びび概概要要等等

②② 令令和和5年年度度のの主主なな見見直直ししののポポイインントト
a. カカーーボボンンフフッットトププリリンントト等等にに係係るる取取組組のの促促進進にに

つついいてて

b. 印印刷刷用用紙紙にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

c. 温温水水器器等等4品品目目にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししにに
つついいてて

d. 自自動動車車にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

③③ そそのの他他のの判判断断のの基基準準等等のの見見直直しし品品目目

15

2．特定調達品目に係る判断の
基準等の変更について

①① 令令和和5年年度度ににおおけけるる見見直直しし品品目目一一覧覧及及びび
概概要要等等

②② 令令和和5年年度度のの主主なな見見直直ししののポポイインントト

③③ そそのの他他のの判判断断のの基基準準等等のの見見直直しし品品目目

14
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令和5年度における見直し品目一覧及び概要①

見見直直ししのの概概要要等等品品 目目分分 野野

古紙パルプ配合率の最低保証の撤廃
管理木材パルプの重み付けを設定（古紙・森林認証材・間

伐材等パルプとその他の持続可能性を目指したパルプの中
間の評価）

総合評価値を70以上から80以上

塗工されていない印刷用紙、
塗工されている印刷用紙

紙類

布粘着テープはラミネート層に再生材料を配合した製品も
評価（エコマーク認定基準との整合）

ノートは塗工印刷用紙の判断の基準等の見直しに対応

布粘着テープ（プラスチッ
ク製クロステープを含
む。）、ノート

文具類

カーボンフットプリントの算定等に係る基準値1の経過措
置の終了

コピー機、複合機、拡張性
のあるデジタルコピー機

画像機器等
対象範囲の拡大（5,000lm以上の製品を対象に追加）
エコマーク認定基準の活用

プロジェクタ※

特定の化学物質の使用制限を判断の基準に格上げ（1年間
の経過措置を設定）

エコマーク認定基準の活用
シュレッダー※

オフィス機器等

バイオマスプラスチックの使用を判断の基準に追加電子式卓上計算機

貯湯式及び瞬間式のエネルギー消費効率（年間消費電力
量）に係る判断の基準を強化（1年間の経過措置を設定）

電気便座家電製品

注：※印はカーボンフットプリントの算定等を配慮事項に設定した品目。カーボンフットプリント等につい
てはスライド23枚目も参照

17

基本方針前文の改定

16

基基本本方方針針前前文文ににおおいいてて以以下下のの改改定定をを実実施施

 GX推推進進戦戦略略※※（（令令和和5年年7月月））ににおおいいてて示示さされれたたググリリーーンン製製品品のの市市場場
拡拡大大、、イイノノベベーーシショョンン促促進進ののたためめのの需需要要創創出出にに向向けけ、、ググリリーーンン購購入入
法法等等ににおおいいててGXにに資資すするる見見直直しし検検討討（（調調達達すすべべきき製製品品にに係係るる判判断断のの
基基準準、、算算定定方方法法等等））にに関関すするる記記載載のの追追加加等等
※ 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略（令和5年7月28日閣議決定）

 「「カカーーボボンンフフッットトププリリンントト ガガイイドドラライインン」」のの策策定定（（令令和和5年年5月月））
にに伴伴うう修修正正等等※※

※ 基本方針の前文において同ガイドラインを明記するとともに、判断の基準又は配慮
事項として設定した品目が参照するカーボンフットプリント（物品等の定量的環境
情報の適切な算定・開示）の参照規格として該当するISOに加え、同ガイドライン
を併記（当該品目の備備考考に追記）
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 令和5年度において判断の基準として環境ラベル（エコマーク）と同等の基準で
ある旨を併記した品目はププロロジジェェククタタ及及びびシシュュレレッッダダーーのの2品品目目

 これまでに環境ラベルの活用を行った分野又は品目は下表のとおり（108品品目目）

タイプⅠⅠ環境ラベル（エコマーク）の活用

環環境境ララベベルル活活用用分分野野又又はは品品目目品品目目数数追追加加時時期期

トナーカートリッジ、インクカートリッジ、プラスチック製ご
み袋

3令和3年2月

文具類（全85品目）、制服、作業服、清掃88令和4年2月
オフィス家具等（全12品目）、電球形LEDランプ、消火器、
ベッドフレーム

15令和5年2月

ププロロジジェェククタタ、、シシュュレレッッダダーー2令令和和5年年12月月

19

注：※印はカーボンフットプリントの算定等を配慮事項に設定した品目。カーボンフットプリント等につい
てはスライド23枚目も参照

検検討討状状況況・・見見直直しし内内容容等等品品 目目分分 野野

家庭用は2025年度目標のエネルギー消費効率を適用
業務用はエネルギー消費効率（年間加熱効率）の引き上げ

ヒートポンプ式電気給湯器※

温水器等
ガス温水機器はハイブリッド給湯器を対象に追加
 2025年度目標のエネルギー消費効率に基づき基準を設定

ガス温水機器※

 2025年度目標のエネルギー消費効率に基づき基準を設定石油温水機器※

―ガス調理機器※

カーボンフットプリント及びカーボン・オフセットを設定照明

 2030年度燃費基準値の70%達成レベル（令和6年度）、
80%達成レベル（令和7年度）

乗用車

自動車等
 2022年度燃費基準値の90%達成レベル（令和6年度及び7

年度）
小型貨物車

「エネルギー使用の合理化等に関する法律施行令」の名称
の変更に伴う配慮事項の変更

断熱サッシ・ドア
公共工事

節水効果の向上を図るため判断の基準を見直し自動水栓

印刷用紙（非塗工及び塗工）の見直しに対応印刷

役務
食器は可能な限り修繕・再生利用されることを配慮事項に

設定
食堂

コピー機等3品目のカーボンフットプリントの算定等に係
る経過措置の終了に対応

印刷機能等提供業務

18

令和5年度における見直し品目一覧及び概要②
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①① 令令和和5年年度度ににおおけけるる見見直直しし品品目目一一覧覧及及
びび概概要要等等

②② 令令和和5年年度度のの主主なな見見直直ししののポポイインントト
a. カカーーボボンンフフッットトププリリンントト等等にに係係るる取取組組のの促促進進にに

つついいてて

b. 印印刷刷用用紙紙にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

c. 温温水水器器等等4品品目目にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししにに
つついいてて

d. 自自動動車車にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

③③ そそのの他他のの判判断断のの基基準準等等のの見見直直しし品品目目

21

令和5年度における特定調達品目
に係る判断の基準等の見直し等

22分野287品目

23品目の判断の基準等の見直し

20
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CFP又はカーボン・オフセットに係る判断の基準等の設定品目一覧

注１：黄色背景・太字の品目が本年度の判断の基準等（配慮事項）への設定品目
注２：温水器等4品目は「ヒートポンプ式電気温水器」「ガス温水機器」「石油温水機器」及び「ガス調理機器」
注３：コピー機等3品目の「基準値1」の経過措置は令和5年度末で終了。令和6年度より運用開始
注４：従前の基本方針（令和5年2月）の対象品目はCFPガイドラインの策定に伴う算定方法の記載を追加。なお、

算定方法の記載のみ変更した分野又は品目については見直し品目数に計上していない（※印）。

カーボン・オフセットカーボンフットプリント注３分野又は品目
―配慮事項文具類

配慮事項配慮事項オフィス家具等※

配慮事項判断の基準 2段階の「基準値１」コピー機等3品目注３

―配慮事項プロジェクタ注１
―配慮事項シュレッダー注１
―配慮事項テレビジョン受信機※

―配慮事項電気便座
―配慮事項温水器等4品目注１注２

配慮事項配慮事項LED照明器具※

配慮事項配慮事項LEDを光源とした内照式表示灯注１

配慮事項配慮事項電球形LEDランプ※

―配慮事項消火器※

配慮事項判断の基準 2段階の「基準値１」タイルカーペット※

配慮事項配慮事項ニードルパンチカーペット※、
タフテッドカーペット※、織じゅうたん※

カーボンフットプリント等に係る取組の促進

23

カーボンフットプリント等に係る取組の促進

令和5年度においても引き続き、カーボンフットプリントを算定した製品等
について対象品目の拡大に向けて判断の基準等の設定を推進

1. 対象品目の拡大（判断の基準等への設定）
 カーボン・オフセットの取組の推進、J-クレジット活用による需要拡大等を図るためには、
その前提の要件として製品の定量的環境情報の開⽰（カーボンフットプリント、タイプ
Ⅲ環境ラベル等）が必要

 ⾒直し品目については、原則としてCFPの算定・開示を判断の基準又は配慮事項
に設定するとともに、対象品目を拡大

2. カーボンフットプリントガイドラインの策定を踏まえた対応
 サプライチェーン全体での温室効果ガス排出削減の促進に向け、令和5年5月に策
定された「カーボンフットプリント（CFP）ガイドライン」を踏まえた対応の促進

 業界団体・関係省庁等への依頼、提案募集を含めた情報収集等
 CFPガイドラインの策定に伴うCFPの算定方法の記載の追加

3. GX基本方針に掲げられたグリーン製品の新たな需要創出への対応
 基本方針の前文にGX推進戦略の閣議決定を受けた取組を記載
 CFP、環境ラベルの活用等の更なる推進、製品・技術の⾰新性や調達実現に対す
るインセンティブ付与などの需要拡大に向けた方策について継続して検討

22
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【参考】カーボンフットプリントガイドライン

カーボンフットプリント（CFP）ガイドライン（令和5年5月）
製品単位の温室効果ガス排出量算定を⾏う事業者等を対象に、CFP算定の取組指針を示し、算定の取組を促す
ことを目指すもの。 ISO 14067:2018等の国際的な基準に整合しつつ、用途に応じたCFP算定に取り組む上で必
要な対応や考え方、実施方法を解説。既存の基準では明確にされていない部分の取組方針についても⽰している。

25

CFPに関連する基本方針の改定について

令和5年2月閣議決定の基基本本方方針針（（前前文文））にサプライチェーン全体の温室
効果ガス排出削減の観点から、物品等の定定量量的的環環境境情情報報のの適適切切なな算算定定・・
開開示示に係る記載を追加したところ。今般の改定において令和5年5月に策
定されたガガイイドドラライインン名名をを明明記記

【定量的環境情報に関連する該当箇所（抜粋）】

 さらに、物物品品等等のの定定量量的的環環境境情情報報はは、、ササププラライイチチェェーーンン全全体体ででのの温温室室効効果果ガガスス
排排出出削削減減をを促促進進すするる観観点点かからら、、経経済済産産業業省省・・環環境境省省がが策策定定ししたた「「カカーーボボンンフフッッ
トトププリリンントト  ガガイイドドラライインン」」にに整整合合ししてて、、可可能能なな限限りり実実績績値値をを使使用用ししてて算算定定ささ
れれ、、適適切切にに開開示示ががななさされれたたももののがが適適当当であると考えられる。各機関は、このガ
イドラインに則した定量的環境情報が整備された品目から先行して、温室効果
ガスの排出量が少ない製品を優先的に選択するよう努めることとする（p.7）。

定定量量的的環環境境情情報報のの開開示示（（CFP等等））にに関関連連すするる基基本本方方針針のの改改定定

24
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LEDを光源とした内照式表示灯①【p.119】】

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】
① 定格寿命は30,000時間以上であること。
② 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質

の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。

【【配配慮慮事事項項】】
①① 製製品品のの原原材材料料調調達達かからら廃廃棄棄・・リリササイイククルルにに至至るるままででののラライイフフササイイククルル

ににおおけけるる温温室室効効果果ガガスス排排出出量量をを地地球球温温暖暖化化係係数数にに基基づづきき二二酸酸化化炭炭素素相相
当当量量にに換換算算ししてて算算定定ししたた定定量量的的環環境境情情報報がが開開示示さされれてていいるるこことと。。

②② ラライイフフササイイククルル全全般般ににわわたたりりカカーーボボンン・・オオフフセセッットトさされれたた製製品品ででああるる
こことと。。

③ 分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされて
いること。

④ 使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものである
こと。

⑤ プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な
限り使用されていること。

⑥ 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

⑦ 包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

LEDをを光光源源ととししたた
内内照照式式表表示示灯灯

 LEDをを光光源源ととししたた内内照照式式表表示示灯灯について「カカーーボボンンフフッットトププリリンントトをを算算定定ししたた製製品品
等等」及び「カカーーボボンン・・オオフフセセッットトさされれたた製製品品等等」を配慮事項として設定

27

【参考】CFPに係る2段階の判断の基準について

カーボンフットプリント
を算定した製品等

現⾏の判断の基準基準値2

基準値1 現⾏の判断の基準に加え
より高い環境性能を求めるもの

グリーン購入法の
判断の基準を満たさない特定調達物品等以外

【基準値1】 カーボンフットプリントを算定した製品等
 より高い環境性能に基づく基準として「現⾏の判断の基準（基準値2）」
に加え「カーボンフットプリントを算定した製品等」であること

【基準値2】 現⾏の判断の基準
当該品目に係る「現⾏の判断の基準」を満たすこと

26
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①① 令令和和5年年度度ににおおけけるる見見直直しし品品目目一一覧覧及及
びび概概要要等等

②② 令令和和5年年度度のの主主なな見見直直ししののポポイインントト
a. カカーーボボンンフフッットトププリリンントト等等にに係係るる取取組組のの促促進進にに

つついいてて

b. 印印刷刷用用紙紙にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

c. 温温水水器器等等4品品目目にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししにに
つついいてて

d. 自自動動車車にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

③③ そそのの他他のの判判断断のの基基準準等等のの見見直直しし品品目目

29

（（前前 略略））

「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対
する比を示す数値をいう。

LED照明器具に係る配慮事項②、LEDを光源とした内照式表示灯に係る配慮事項①の定定量量的的
環環境境情情報報はは、、カカーーボボンンフフッットトププリリンントト（（ISO 14067））、、ラライイフフササイイククルルアアセセススメメンントト
（（ISO 14040及及びびISO 14044））及及びび経経済済産産業業省省・・環環境境省省作作成成のの「「カカーーボボンンフフッットトププリリンン
トト ガガイイドドラライインン（（令令和和5年年5月月））」」等等にに整整合合ししてて算算定定したものとする。

LED照明器具に係る配慮事項③及びLEDを光源とした内照式表示灯に係る配慮事項②の
「「ラライイフフササイイククルル全全般般ににわわたたりりカカーーボボンン・・オオフフセセッットトさされれたた製製品品」」ととはは、、当当該該製製品品ののラライイ
フフササイイククルルににおおけけるる温温室室効効果果ガガスス排排出出量量のの算算定定基基準準にに基基づづきき、、ラライイフフササイイククルル全全般般ににわわたた
るる温温室室効効果果ガガスス排排出出量量のの全全部部をを認認証証さされれたた温温室室効効果果ガガスス排排出出削削減減・・吸吸収収量量（（以以下下本本項項ににおお
いいてて「「ククレレジジッットト」」とといいうう。。））をを調調達達しし、、無無効効化化又又はは償償却却ししたた上上でで埋埋めめ合合わわせせたた（（以以下下本本
項項ににおおいいてて「「オオフフセセッットト」」とといいうう。。））製製品品をいう。

オオフフセセッットトにに使使用用ででききるるククレレジジッットトはは、、当当面面のの間間、、J-ククレレジジッットト、、二二国国間間ククレレジジッットト
（（JCM））、、地地域域版版J-ククレレジジッットトななどど我我がが国国のの温温室室効効果果ガガススイインンベベンントトリリにに反反映映ででききるるもものの
をを対対象象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内
外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需
要拡大に向けた検討を実施するものとする。

（（後後 略略））

備備考考））１１２２

１１３３

１１４４

１１５５

LEDを光源とした内照式表示灯②

28

他の品目の「カーボンフットプリントを算定した製品等」又は「カーボン・オフセットされた製品等」に関する備考の記載
内容は上記と同様のため以下では省略

－ 16 －



印刷用紙は用途・目的等に対応（需要家の求める印刷物の仕様も多様）する
ため、その種類は多岐に渡ることなどから、従前からグリーン購入法の判断
の基準を満たす製品の供給量（品種を含む）が必ずしも多くなかったこと

こうした中、古紙の需給環境の変化（印刷用紙の原料となる古紙の減少等）
に伴い、グリーン購入法の適合品を供給する製紙メーカーが限定される状況
となったこと

 現行の判断の基準に古紙パルプ配合率の最低保証があることから、印刷
用紙の原料となる古紙の入手が困難なメーカーが受注生産に移行

 生産に当たっては一定のロット及び期間が必要となること等から、受注
生産の場合は需給の条件が整わない場合が多いこと

環境配慮の視点からは、これまで紙については資源循環（古紙利用、リサイ
クル）が主流とされてきたが、近年はこれに加え、持続可能性や生物多様性
に配慮することも重要

このため、グリーン購入法の判断の基準を満たす製品の更なる普及を図る
（一定の供給量の確保も必要）観点から、環境負荷低減効果を踏まえた適切
な指標項目等を検討することが必要

印刷用紙に係る判断の基準の見直しについて②

印刷⽤紙専門委員会において判断の基準等の⾒直しについて検討
31

塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙

印刷用紙はグリーン購入法施行時から特定調達品目であり、当初の古紙に係
る判断の基準は「古紙配合率70%以上であること」

平平成成18年年2月月にに英英国国・・ググレレーーンンイイーーググルルズズササミミッットト（（2005年年7月月））ににおおけけ
るる違違法法伐伐採採対対策策のの推推進進にに係係るる合合意意をを受受けけ、、ババーージジンンパパルルププをを原原料料ととししてて使使用用
すするる場場合合のの合合法法性性のの確確認認をを判判断断のの基基準準にに設設定定

平成22年2月に原料となるパルプの構成、白色度、塗工量等を指標項目とし
た総合評価指標を導入（前年の平成21年2月にコピー用紙に係る判断の基準
に総合評価指標を先行導入）

平成26年2月には古紙の定義等を検討した上で基本方針に明記したほか、総
合評価指標において竹パルプを間伐材等パルプとして位置づける改定を実施

印刷用紙については古紙需給環境の変化に伴い、グリーン購入法の判断の基準
を満たす印刷用紙を中心に調達が困難となる状況が発生したことから、平成31
年3月22日及び令和4年12月14日付で「グリーン購入法基本方針における印刷
用紙の取扱いについて」を関係省庁等連絡会議決定として発出

こうした状況を受け、令令和和4年年度度のの特特定定調調達達品品目目検検討討会会ににおおけけるる議議論論をを経経てて、、
令令和和5年年2月月にに令令和和7年年度度末末ままででのの時時限限措措置置ととししてて判判断断のの基基準準をを変変更更

併併せせてて、、令令和和5年年度度ににおおいいてて特特定定調調達達品品目目検検討討会会のの下下にに印印刷刷用用紙紙専専門門委委員員会会をを
設設置置しし、、判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししのの検検討討をを実実施施すするるここととととさされれたた

印刷用紙に係る判断の基準の見直しについて①

30
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紙の品種分類について① 【印刷用紙 1/2】

該当品種の説明品 種
⽩⾊度75%程度以上。汎用性に富み、書籍、教科書、ポスター、商業印刷、
一般印刷などに使用されるもの。印刷用紙A

上級印刷紙

非塗工印刷⽤紙

書籍用紙、辞典用紙、地図用紙、クリーム書籍用紙などいずれもその目的に応
じて製造された印刷用紙。

その他の印刷用
紙

ノート、便箋、帳簿などの使用に適するよう製造された筆記用紙及び製図、ス
ケッチブックなどの使用に適するよう製造された図画用紙。筆記・画面用紙

⽩⾊度75%程度以下。書籍、教科書、雑誌の本文、商業印刷、一般印刷
などに使用されるもの。印刷用紙B

中級印刷紙 ⽩⾊度65%程度以下。雑誌の本文、電話番号簿本文などに使用されるもの。印刷用紙C
雑誌などのグラビア印刷に使用されるもの。グラビア洋紙
⽩⾊度55%前後。雑誌の本文などに使用されるもの。印刷用紙D

下級印刷紙
漫画誌の本文などに使用されるもの。特殊更紙
極薄く不透明度の⾼い紙で、辞書、六法全書、バイブルなどに使用されるもの。インディアペーパー

薄葉印刷紙 カーボン紙原紙、エアメールペーパー、転写用紙、タイプライター用などに使用され
るもの。

その他薄葉印刷
紙

1㎡当たり両面で20g程度以下の塗料を塗布、使用原紙は中質紙。雑誌の
本文及びチラシ、カタログなどの商業印刷に使用されるもの。微塗工印刷⽤紙

資料：経済産業省「生産動態統計調査」 33

印刷用紙に係る判断の基準等の見直し経緯等【概要】

対応・基準等考え方背景等検討年度
 古紙配合率に係る判断の基準の採用
（従前の物品調達推奨リストを踏襲）

 資源循環、古紙の優先利用グリーン購入法制定
古紙の余剰

平成12年度

 バージンパルプを使用する場合の合法性
の確認を判断の基準として設定

 バージンパルプに対する合法性
の確認による違法伐採対策

違法伐採対策の推進（2005
年グレーンイーグルズサミット）

平成17年度

 品目分類の変更（塗⼯されていない印
刷用紙、塗⼯されている印刷用紙）

 原料パルプ（基本項目）及び⽩⾊度、
塗⼯量等（加点項目）からなる総合評
価指標・総合評価値の採用

 古紙を優先的に評価（古紙パ
ルプ配合率60%以上）

 環境に配慮した一定のバージン
パルプの使用を容認

古紙パルプ配合率偽装問題の
発覚（平成20年1月）
前年にコピー用紙に係る判断の
基準に総合評価導入

平成21年度

 グリーン購入法における古紙の定義及び
古紙パルプ配合率の定義を明確化

 間伐材等パルプとして竹パルプを追加

 古紙は市中回収古紙と産業
古紙（損紙を含まない）

 竹パルプを間伐材と同等評価

コピー用紙を中心に輸入品増加
グリーン購入法における古紙等
の定義の明確化の要求

平成25年度

 事務連絡の発出（判断の基準等の⾒直
しはない）

※ 令和4年度にも同様の事務連絡を発出

 適合品以外からの柔軟な調達
を容認

古紙の需給環境変化（古紙の
調達困難）

平成31年度

 令和7年度末までの時限措置として暫定
的な判断の基準の採用（古紙パルプ配
合率の最低保証60%➡40%以上、総
合評価値80➡70以上へ引き下げ）

 適合品の入手が困難である印
刷業者のための緊急措置

印刷用紙の生産及び古紙供給
の顕著な減少傾向が継続（短
期的にはコロナ禍の影響も）
適合品の供給量が減少

令和4年度

 古紙パルプ配合率の最低保証の撤廃
 管理⽊材パルプの重み付けを設定（古
紙・森林認証材・間伐材等パルプとその
他の持続可能性を目指したパルプの中間
の評価）

 総合評価値の70以上から80以上へ

 古紙、森林認証材、間伐材等
を同等の環境価値として評価

 管理⽊材パルプを指標項目に
採用

 グリーン購入法適合品の供給
量の増大（環境に配慮された
印刷用紙の普及促進）

資源循環に加え、森林の持続
可能性、生物多様性等を一層
評価
製紙メーカーの⽊材原料の持続
可能性を目指した取組を評価

令和5年度
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紙の品種分類について③ 【情報用紙、衛生用紙】

該当品種の説明品 種
ノーカーボンペーパーの原紙。ノーカーボン原紙

複写原紙

情報⽤紙

裏カーボンペーパーの原紙。裏カーボン原紙
クリーンカーボンペーパーなどの複写用原紙。その他複写原紙
コンピュータのアウトプットに使用されるもの、NIPを含む。フォーム⽤紙
普通紙複写機（PPC）に使用されるもの。PPC⽤紙
ファクシミリやプリンターなどのアウトプットに使用され、熱によって文字、像などを発
⾊する感熱紙の原紙。感熱紙原紙

情報記録紙 ジアゾ感光紙（⻘写真）の原紙。感光紙原紙
感熱紙以外の静電記録紙原紙、熱転写紙、インクジェット紙、放電記録紙、
計測記録用紙などアウトプットに使用されるもの。その他記録紙

統計機カード用紙、さん孔テープ用紙、OCR用紙、OMR用紙、MICR用紙、
磁気記録紙原紙など主としてコンピュータのインプットに使用されるもの。その他情報用紙

衛生用途などに使用され、通常２プライで連続取出しされるようになっているもの。ティッシュペーパー

衛生⽤紙
トイレで使用される紙でロール状にしたもの。トイレットペーパー
キッチンペーパー、手拭用途などに使用されるもの。タオル用紙
上記以外の衛生用紙、ちり紙、生理用品、京花紙、テーブルナプキン、おむつ
用紙など。その他衛生用紙

資料：経済産業省「生産動態統計調査」

注 黄色背景・太字の品目（情報用紙のうちフォーム用紙及びコピー用紙（PPC用紙）、衛生用紙のうちティッシュ
ペーパー及びトイレットペーパー）は特定調達品目

35

紙の品種分類について② 【印刷用紙 2/2】

該当品種の説明品 種
1㎡当たり両面で50g前後の塗料を塗布。⾼級美術書、雑誌の表紙、⼝絵、
ポスター、カタログ、カレンダー、パンフレット、ラベルなどに使用されるもの。アート紙

塗工印刷⽤紙

1㎡当たり両面で40g程度以下の塗料を塗布、使用原紙は上質紙。⾼級美
術書、雑誌の表紙、⼝絵、ポスター、カタログ、カレンダー、パンフレット、ラベルな
どに使用されるもの。

上質コート紙
コート紙

1㎡当たり両面で40g程度以下の塗料を塗布、使用原紙は中質紙。雑誌の
本文、カラーページ、チラシなどに使用されるもの。中質コート紙

1㎡当たり両面で30g程度以下の塗料を塗布、使用原紙は上質紙。雑誌の
本文、カラーページ、チラシなどに使用されるもの。軽量コート紙

キャストコーターで生産され、アート紙よりも強光沢の表面をもち、平滑性のすぐ
れた⾼級印刷用紙。⾼級美術書、雑誌の表紙などに使用されるもの。キャストコート紙

その他塗⼯
印刷用紙

アート紙、コート紙、キャストコート紙などに 、 梨地、布目、絹目などのエンボス
仕上げした⾼級印刷用紙。カタログ、パンフレットなどに使用されるもの。エンボス紙

アートポスト、ファンシーコーテッドペーパーなど。絵はがき、商品下げ札、雑誌の
表紙、⼝絵、グリーティングカード、商業印刷、⾼級包装などに使用されるもの。その他塗⼯紙

染⾊した印刷用紙で、表紙、目次、⾒返し、プログラム、カタログ、健康保険証
などに使用されるもの。⾊上質紙

通常はがき、年賀はがき、往復はがきなどに使用されるもの。郵便はがき用紙
その他特殊
印刷用紙特殊印刷⽤紙 ⼩切手、手形、証券、グリーティングカード、地図、製図 用紙、ファンシーペー

パーなどの特殊用途に使われるもの。
その他特殊印刷
用紙

資料：経済産業省「生産動態統計調査」 34
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印刷用紙に係る判断の基準【加点項目の考え方】

⽩⾊度の考え方について
古紙パルプの最低保証をなくしバージンパルプのみの配合を認めること
から白色度※に係る加点の内容の見直しが必要
※ JIS P 8148に定めるISO⽩⾊度（拡散⻘⾊光反射率）によって求められる紙の⽩さの程度であっ

て、生産時の製品ロットごとの管理標準値（±3%の範囲は許容）
 古紙パルプ配合率とバージンパルプ配合率から⽩⾊度の基準値を設定し、基準値
と実際の⽩⾊度の⽐較により0〜15点加算
⽩⾊度の基準値＝ 0.7 × x1 ＋ 0.9 × ∑x2〜5

塗工量の考え方について
塗工紙の種類（コート紙、軽量コート紙、微塗工印刷用紙）による塗工
量の加点の考え方は変更なし

 塗⼯紙の種類に応じた加点設定とし、0〜15点加算
上限は従来どおり両面で30g/㎡（軽量コート紙）以下

印刷用紙については⽤途・目的等を踏まえ適切な⽩⾊度や塗工量の
⽤紙を選択・使⽤することが重要

37

印刷用紙に係る判断の基準【原料パルプ】

 古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプを高く評価（重み付け1.0）
 管理木材パルプの評価の重み付けを「0.75」、それ以外（x5）を「0.5」
 原料として使用できるパルプをx1～x5の5種類に限定【判断の基準②を設定】

 総合評価値を「70以上」 から「80以上」に引き上げ

【従前基準】総合評価値＝（x1－10）＋x2＋x3＋0.5x4＋加点（40≦x1≦100）

【改定基準】総合評価値＝x1＋x2＋x3＋0.75x4+0.5x５＋加点

原原料料ととななるるパパルルププのの種種類類基基準準等等

そそのの他他のの持持続続可可能能性性をを

目目指指ししたたパパルルププ（（x4））
―間間伐伐材材等等パパルルププ（（x3））森森林林認認証証材材パパルルププ（（x2））古古紙紙パパルルププ（（x1））従従前前基基準準

そそのの他他のの持持続続可可能能性性をを

目目指指ししたたパパルルププ（（x5））
管管理理木木材材パパルルププ（（x4））間間伐伐材材等等パパルルププ（（x3））森森林林認認証証材材パパルルププ（（x2））古古紙紙パパルルププ（（x1））改改定定基基準準

100%0% 0〜15点40%以上

古紙パルプ（x1） ＋＋ ≧≧ 70⽩⾊度・
塗工量等

森林認証材
パルプ
（x2）

間伐材等
パルプ
（x3）

その他持続
可能性パル
プ（x4）

古紙パルプ
（x1） ＋＋ ≧≧ 80⽩⾊度・

塗工量等
森林認証材
パルプ
（x2）

間伐材等
パルプ
（x3）

その他持続
可能性パル
プ（x5）

管理⽊材
パルプ
（x4）

100%0% 0〜15点 36
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【塗工されていない印刷用紙】
従前基準︓ y4 = –x5（⽩⾊度） + 75 （60≦x5≦75, x5＜60→x5=60, x5＞75→x5=75）

←75%以下の⽩⾊度に対してその差を加点

改定基準︓ y4 = –x6（⽩⾊度） + x7（⽩⾊度の基準値）
x7 = 0.7 × x1 ＋ 0.9 × ∑x2〜5
（x6 - 15≦x6≦x7, x6＜x7 – 15 → x6=x7 - 15, x6＞x7 → x6=x7）
←古紙パルプ配合率とバージンパルプ配合率から⽩⾊度の基準値を算出し、

算出された基準値に対してその差を加点
※ 古紙パルプ配合率100％の場合70％, バージンパルプ配合率100%の場合90％

【塗工されている印刷用紙 】
現⾏基準︓ y5 = –0.5x8（塗工量） + 20

（0＜x8≦10 → x8=10, 10＜x8≦20 → x8=20, 
20＜x8≦30 → x8=30, x8＞30 → x7=40）

←微塗工紙のうち、より少ない塗工量のものは15点、それ以外は10点、
軽量コート紙（A3） は5点、コート紙（A2）及びアート紙（A1）は0点

アート紙（A1）
40g/㎡〜

コート紙（A2）
30〜40g/㎡

軽量コート紙（A3）
20〜30g/㎡

微塗工（大）
10〜20g/㎡

微塗工（小）
0〜10g/㎡

用 紙
塗工量

0051015加 点

印刷用紙に係る判断の基準【加点項目の算定式】

39

古紙パルプ（バージンパルプ）
配合率に応じ0〜15点の範囲で加点

0点（加点なし）

15点（加点の上限）

古古紙紙パパルルププ配配合合率率（（x1））

⽩⾊度の
基 準 値

加点は5点

【参考】白色度の加点イメージ

15点点（（加加点点のの上上限限））

0～～15点点のの範範囲囲でで加加点点

0点点（（加加点点ななしし））

古紙パルプ配合率・バージンパルプ配合率に応じた⽩⾊度の
基準値を⽩⾊度が下回る場合に0〜15点の範囲で加点

【加点の例】
古紙パルプ配合率50%（=バージンパルプ配合率50%）
の場合の⽩⾊度の基準値（ 印）は

0.7×50＋0.9×50＝80
であり、当該非塗⼯印刷用紙の⽩⾊度が75（ 印）とす
ると、その差の5点（＝80－75）が加点となる

38
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判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

① 次のいずれかの要件を満たすこと。

ア．塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パ
ルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他
の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ配
合率及び白色度を備備考考６６の算定式により総合的に評価した総総合合評評価価値値
がが80以以上上であること。

イ．塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パル
プ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他の
持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ配合
率及び塗工量を備備考考６６の算定式により総合的に評価した総総合合評評価価値値がが
80以以上上であること。

②② 古古紙紙パパルルププ、、森森林林認認証証材材パパルルププ、、間間伐伐材材等等パパルルププ、、管管理理木木材材パパルルププ及及びびそそ
のの他他のの持持続続可可能能性性をを目目指指ししたた原原料料のの調調達達方方針針にに基基づづいいてて使使用用すするるパパルルププ以以
外外ののパパルルププをを原原料料ととししてて使使用用ししなないいこことと。。

塗塗工工さされれてていいなな
いい印印刷刷用用紙紙

塗塗工工さされれてていいるる
印印刷刷用用紙紙

41

印刷用紙①【p.13】】

 原料として使用可能なパルプの評価（下記の5種類のパルプに限定）
古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプ＞管理⽊材パルプ＞ その他持続可能性パルプ

 総合評価値を70以以上上から80以以上上に引き上げ

印刷用紙に係る判断の基準【総合評価値以外】

総合評価値以外の判断の基準は、以下のとおり
判判断断のの基基準準②② 原原料料ととししてて使使用用ででききるるパパルルププをを限限定定【【新新規規】】

 古紙の利用促進、持続可能な森林経営の推進、森林保全・森林吸収源の確保
等の観点から原料として使用できるパルプを限定
 古紙パルプ、森林認証材パルプ、間伐材等パルプ、管理⽊材パルプ及びその
他の持続可能性を目指したパルプの5種類のみが使用可能

判判断断のの基基準準③③ パパルルププのの原原料料ととななるる原原木木のの合合法法性性のの確確認認【【従従前前】】

 違法伐採対策としてバージンパルプの原料となる原⽊の合法性の確認が必要
 端材、林地残材・⼩径⽊等の再生資源を原料とするものは適用除外
判判断断のの基基準準④④ 製製品品のの総総合合評評価価値値及及びび内内訳訳がが確確認認ででききるるこことと【【従従前前】】

 製品の総合評価値及び内訳（指標項目ごとの指標値又は加算値、評価値）
がWebサイト等で容易に確認できることが必要
判判断断のの基基準準⑤⑤ リリササイイククルルししににくくいい加加工工のの禁禁止止【【従従前前】】

 使用済みとなった紙製印刷物の適切なリサイクルを推進する観点から、リサイクルし
にくい加⼯が施されていないことが必要

40
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43

「「管管理理木木材材パパルルププ」」ととはは、、森森林林認認証証材材ととはは異異ななるるがが、、森森林林認認証証制制度度にによよりり容容認認さされれなないい分分
類類にに属属ささなないい木木材材ででああっってて、、認認証証取取得得組組織織間間ののみみでで取取りり引引ききさされれ、、そそのの適適格格性性ににつついいてて第第
三三者者認認証証機機関関にによよっってて検検証証さされれたた木木材材をを原原料料ととすするるパパルルププををいいうう。。

「その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ（（以以下下「「そそのの
他他のの持持続続可可能能性性をを目目指指ししたたパパルルププ」」とといいうう。。））」とは、次のいずれかをいう（（森森林林認認証証材材
パパルルププ、、間間伐伐材材等等パパルルププ及及びび管管理理木木材材パパルルププにに該該当当すするるももののをを除除くく。。））。

ア．森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないよ
うにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物
多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の
確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づ
いて使用するパルプ

イ．資源の有効活用となる再・未利用木材（廃木材、建設発生木材、低位利用木材（林
地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲
がり材、小径材などの木材）及び廃植物繊維）を調達するとの方針に基づいて使用
するパルプ

「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。

「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、
管管理理木木材材パパルルププ配配合合率率、、その他の持続可能性を目指したパルプ配合率、白色度及び塗工量
をいう。

「総合評価値」とは備考６に示されるY1又はY2の値をいう。
「指標値」とは、備考６に示されるx1,x2,x3,x4,x5の指標項目ごとの値を、「加算値」と
は、備考６に示されるx6,x8の指標項目ごとの値をいう。
「評価値」とは、備考６のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は
定められた数値をいう。

備備考考）） １１

２

３

４

５

印刷用紙③

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

③ バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に
当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照ら
して手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から
発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージン
パルプには適用しない。

④ 製品の総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算値、及
び評価値）がウエブサイト等で容易に確認できること。

⑤ 再生利用しにくい加工が施されていないこと。

【【配配慮慮事事項項】】

①① 総総合合評評価価値値ががよよりり高高いいももののででああるるこことと。。

② 古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。

③ バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原
木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ
と。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの配合率が可能な限り高
いものであること。

④ 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び
廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

塗塗工工さされれてていいなな
いい印印刷刷用用紙紙

塗塗工工さされれてていいるる
印印刷刷用用紙紙

42

印刷用紙②
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【参考】指標項目（原料パルプ）の取扱い

クレジット適⽤注３自己適合宣言第三者認証重み付け原料パルプ指標
項目

×○―1.0古紙パルプx1

○×○1.0森林認証材パルプx2

○トレーサビリティ注１―1.0間伐材等パルプx3

○×○注２0.75管理⽊材パルプx4

×○―0.5その他の持続可能性
を目指したパルプx5

注１：間伐材等パルプのトレーサビリティ確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン
（平成21年2月）」に準拠するものとする。

注２：管理木材パルプの原料となる木材は、森林認証制度により容認されない分類に属さない木材であることを
第三者認証機関によって検証されていること。

注３：森林認証材パルプ、間伐材等パルプ及び管理木材パルプのクレジット方式については、環境省作成の「森林
認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン（平成21年2月）」に準拠したクレジット方式を採用
することができる。また、森林認証材及び管理木材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を
行うことができる。

○：必要又は運用可能 ―：任意 ×：不可

45

44

【【算算定定式式ににつついいててはは前前記記ののススラライイドド36～～39をを参参照照】】

（（中中 略略））

令和４年度における印刷用紙に係る判断の基準の見直しは、印刷用紙の原料となる古紙の調達
に支障が生じている状況に鑑み、緊急的な措置として令和７年度末までの時限措置とし、令和７
年度まで製品の市場動向等を踏まえ検討を行い、適切に見直すものとする。
なお、令和４年２月25日閣議決定の基本方針で適用していた、見直し前の判断の基準は以下の
とおり。

判断の基準①で求める備考５の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

y1 = x1 – 10 （60≦x1≦100）
y2 = x2 + x3 （0≦x2 + x3≦40）
y3 = 0.5×x4 （0≦x4≦40）

備備考考）） ６６

７～１０

１１

印刷用紙④
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【別紙】グリーン購入法基本方針における印刷用紙
の取扱いについて（令和4年12月14日付）

47

【参考】グリーン購入法基本方針における印刷用紙
の取扱いについて（令和5年12月22日付）

46

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/paper.html

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/2023printing_greenconsult.html

－ 25 －



①① 令令和和5年年度度ににおおけけるる見見直直しし品品目目一一覧覧及及
びび概概要要等等

②② 令令和和5年年度度のの主主なな見見直直ししののポポイインントト
a. カカーーボボンンフフッットトププリリンントト等等にに係係るる取取組組のの促促進進にに

つついいてて

b. 印印刷刷用用紙紙にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

c. 温温水水器器等等4品品目目にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししにに
つついいてて

d. 自自動動車車にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

③③ そそのの他他のの判判断断のの基基準準等等のの見見直直しし品品目目

49

48

【参考】グリーン購入法.netにおける情報提供

印刷⽤紙に係る情報提供について
令和5年12月22⽇付で「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更が閣議決定されたことを受けて、グリーン購入法の新たな判断の基

準を満たす印刷用紙についての各種情報を掲載します。
新しい判断の基準に適合する製品については各製紙メーカーのウェブサイト、並びに、当該製品を一覧にとりまとめた資料については一般社団法⼈⽇

本印刷産業連会及び全⽇本印刷⼯業組合連合会のウェブサイトで、それぞれ公表しております。環境省グリーン購入法ポータルサイトにおいて、これら
ウェブサイトへのリンクを掲載しますので、印刷用紙の調達及び印刷役務の発注に当たっては、以下のURL を御参照下さい。
また、印刷用紙の供給に⽀障が生じた場合に備え、経済産業省及び関係団体内に相談窓⼝を設置しましたので併せてお知らせします。

判断の基準を満たす製品について（各製紙メーカーのウェブサイト）
王子製紙株式会社（トップページ）
王子製紙株式会社（判断の基準を満たす製品）
⽇本製紙グループ
大王製紙株式会社（トップページ）
大王製紙株式会社（判断の基準を満たす製品）
北越コーポレーション株式会社（トップページ）
三菱製紙株式会社
丸住製紙株式会社
中越パルプ⼯業株式会社

判断の基準を満たす製品について（一覧）
グリーン購入法適合品一覧（⽇本印刷産業連合会HP）
グリーン購入法適合品一覧（全⽇本印刷⼯業組合連合会HP）

相談窓口
グリーン購入法の判断の基準を満たす印刷用紙の供給に⽀障が生じた場合には、各連合会、組合に所属されている方は所属の連合会、組合の相

談窓⼝へ、その他の方は経済産業省相談窓⼝へお問合せください。詳細は以下のURLを御参照下さい。
印刷用紙の供給に係る相談窓⼝（経済産業省HP）
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ヒートポンプ式電気給湯器に係る判断の基準等

ヒートポンプ式電気給湯器【p.109】】

51

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

① 家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率が
表１１に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。

② 業務用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、表表２２にに示示さされれたた加加熱熱能能
力力にに対対応応ししたた年年間間加加熱熱効効率率をを下下回回ららなないいこことと。

③ 冷媒にフロン類が使用されていないこと。

【【配配慮慮事事項項】】

① 略

②② 製製品品のの原原材材料料調調達達かからら廃廃棄棄・・リリササイイククルルにに至至るるままででののラライイフフササイイククルルにに
おおけけるる温温室室効効果果ガガスス排排出出量量をを地地球球温温暖暖化化係係数数にに基基づづきき二二酸酸化化炭炭素素相相当当量量
にに換換算算ししてて算算定定ししたた定定量量的的環環境境情情報報がが開開示示さされれてていいるるこことと。。

③～⑥ 略

ヒヒーートトポポンンププ式式電電
気気給給湯湯器器

ヒートポンプ式電気給湯器
ヒートポンプ式電気給湯器は平成16年2月から特定調達品目に追加。平成20
年2月に従前の「電気給湯器」から、現在の名称へ品目名の修正を行うとと
もに、判断の基準として冷媒へのHFCの不使用を追加

平成26年2月には家庭用ヒートポンプ式電気給湯器について省エネ法トップ
ランナー基準の設定に伴い、判断の基準を成績係数（COP）から現行のエネ
ルギー消費効率へ見直し

平成31年2月には業務用ヒートポンプ式電気給湯器のエネルギー効率につい
て、成績係数（COP）から年間加熱効率へ見直し

家庭用ヒートポンプ式電気給湯器は、省エネ法トップランナー基準の見直し
が令和3年5月に行われ、2025年度を目標年度とする新たな基準が設定

家家庭庭用用ヒヒーートトポポンンププ式式電電気気給給湯湯器器については市場への供給状況等を確認の上、
2025年度を目標年度とする省エネ法のトトッッププラランンナナーー基基準準をを適適用用

業業務務用用ヒヒーートトポポンンププ式式電電気気給給湯湯器器についてはエネルギー消費効率（年間加熱
効率）の引き上げ

カーボンフットプリントを算定した製品を配配慮慮事事項項として追加

温水器等4品目に係る判断の基準等の見直し

50
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判断の基準【エネルギー消費効率】区 分
通気方式⽤ 途

90%以上⾃然通気式
ガス瞬間湯沸器

トップランナー基準の達成強制通気式
トップランナー基準の達成ガスふろがま
90%以上ガス暖房機器

ガス温水機器に係る判断の基準

潜熱回収型ガス温水機器に係る判断の基準

53

判断の基準【エネルギー消費効率】
（トップランナー基準達成レベル）

区 分
通気方式⽤ 途

トップランナー基準の達成⾃然通気式
ガス瞬間湯沸器

トップランナー基準の93/100 （93%）強制通気式
トップランナー基準の86/100 （86%）ガスふろがま
トップランナー基準の91/100 （91%）ガス暖房機器

従来型ガス温水機器に係る判断の基準及びトップランナー基準達成レベル

ガス温水機器及び石油温水機器
ガス温水機器及び石油温水機器については平成16年2月から特定調達品目に
追加。令和2年2月まで軽微な内容以外の判断の基準等の見直しは未実施

令和2年2月に潜熱回収型温水機器に係る判断の基準を設定（エネルギー消費
効率90以上）し、基準の強化を図ったところ

ガス温水機器及び石油温水機器については2025年度を目標年度とするトッ
プランナー基準が令和3年4月に施行されたところ

さらに、高効率ガス温水機器、電気式ヒートポンプ、貯湯タンクの3つのユ
ニットを組み合わせた「ハイブリッド給湯器」が上市されているところ

ガガスス温温水水機機器器及び石石油油温温水水機機器器については市場への供給状況及び2025年度
を目標年度とする省エネ法のトトッッププラランンナナーー基基準準のの達達成成状状況況に基づき新たな
判断の基準を設定（令和6年度においても引き続き検討を継続）

潜熱回収型温水機器は原則90%以上（ただしガス温水機器の瞬間湯沸器の強制通
気式、ガスふろがま、石油温水機器の給湯用のものはトップランナー基準で可）

従来型の温水機器については市場への供給状況等を踏まえ達成レベルを設定

ガガスス温温水水機機器器については省CO2・省エネルギー効果の高いハハイイブブリリッッドド給給湯湯
器器をを新新たたにに対対象象にに追追加加

カーボンフットプリントを算定した製品を配配慮慮事事項項として追加

温水器等4品目に係る判断の基準等の見直し

52
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【参考】ハイブリッド給湯器

 ハイブリッド給湯機は高効率ガス給湯器、電気式ヒートポンプ、貯湯タンクの3つ
のユニットを組み合わせた構造

 年間1次エネルギー消費量は従来型ガス給湯器に比べ45%削減

資料：（一社）日本ガス石油機器工業会 55

石油温水機器に係る判断の基準

潜熱回収型石油温水機器に係る判断の基準

判断の基準【エネルギー消費効率】
（トップランナー基準達成レベル）

区 分
加熱方式⽤ 途

トップランナー基準の95/100 （95%）瞬間形
浴用なし

給湯用のもの
トップランナー基準の90/100 （90%）貯湯式急速加熱形
トップランナー基準の95/100 （95%）瞬間形

浴用あり
トップランナー基準の90/100 （90%）貯湯式急速加熱形
トップランナー基準の95/100 （95%）貯湯式急速加熱形暖房用のもの

従来型石油温水機器に係る判断の基準及びトップランナー基準達成レベル

54

判断の基準【エネルギー消費効率】区 分
加熱方式⽤ 途

トップランナー基準の達成瞬間形
浴用なし

給湯用のもの
トップランナー基準の達成貯湯式急速加熱形
トップランナー基準の達成瞬間形

浴用あり
トップランナー基準の達成貯湯式急速加熱形
90%以上貯湯式急速加熱形暖房用のもの
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57

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【配配慮慮事事項項】】

①① 製製品品のの原原材材料料調調達達かからら廃廃棄棄・・リリササイイククルルにに至至るるままででののラライイフフササイイククルルにに
おおけけるる温温室室効効果果ガガスス排排出出量量をを地地球球温温暖暖化化係係数数にに基基づづきき二二酸酸化化炭炭素素相相当当量量
にに換換算算ししてて算算定定ししたた定定量量的的環環境境情情報報がが開開示示さされれてていいるるこことと。。

②～⑤ 略

ガガスス温温水水機機器器

ガス温水機器に係る判断の基準等

ガス温水機器②

【略】

ハハイイブブリリッッドド給給湯湯器器のの年年間間給給湯湯効効率率はは、、一一般般社社団団法法人人日日本本ガガスス石石油油機機器器工工業業会会規規格格「「電電気気ヒヒーー
トトポポンンププ・・ガガスス瞬瞬間間式式併併用用型型給給湯湯機機のの年年間間給給湯湯効効率率測測定定方方法法」」（（JGKAS A705））にによよるる。。

【略】

備考）１

２２

３～４

ガス温水機器に係る判断の基準等

ガス温水機器①【p.111】】
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判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

① 潜熱回収型ガス温水機器にあっては、エネルギー消費効率が90％以上
であること。たただだしし、、ガガスス瞬瞬間間湯湯沸沸器器ののううちち強強制制通通気気式式ののもものの及及びびガガ
ススふふろろががままににああっっててはは、、表表にに示示さされれたた算算定定式式をを用用いいてて算算定定ししたた基基準準エエ
ネネルルギギーー消消費費効効率率のの数数値値をを下下回回ららなないいこことと。。

②② 電電気気ヒヒーートトポポンンププ・・ガガスス瞬瞬間間式式併併用用型型給給湯湯機機（（以以下下「「ハハイイブブリリッッドド給給
湯湯器器」」とといいうう。。））ににああっっててはは、、年年間間給給湯湯効効率率がが108％％以以上上ででああるるこことと。。

③ 上記①及び②以外のガス温水機器にあっては、エネルギー消費効率が
表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて
算定した以下の数値を下回らないこと。
アア．．ガガスス瞬瞬間間湯湯沸沸器器ののううちち、、自自然然通通気気式式ののももののににああっっててはは、、基基準準エエネネ

ルルギギーー消消費費効効率率のの数数値値。。
イイ．．ガガスス瞬瞬間間湯湯沸沸器器ののううちち、、強強制制通通気気式式ののももののににああっっててはは、、基基準準エエネネ

ルルギギーー消消費費効効率率にに93/100をを乗乗じじてて小小数数点点第第２２位位以以下下をを切切りり捨捨てて
たた数数値値。。

ウウ．．ガガススふふろろががままににああっっててはは、、基基準準エエネネルルギギーー消消費費効効率率にに86/100をを
乗乗じじてて小小数数点点第第２２位位以以下下をを切切りり捨捨ててたた数数値値。。

エエ．．ガガスス暖暖房房機機器器ににああっっててはは、、基基準準エエネネルルギギーー消消費費効効率率にに91/100をを
乗乗じじてて小小数数点点第第２２位位以以下下をを切切りり捨捨ててたた数数値値。。

ガガスス温温水水機機器器

－ 30 －
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判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【配配慮慮事事項項】】

①① 製製品品のの原原材材料料調調達達かからら廃廃棄棄・・リリササイイククルルにに至至るるままででののラライイフフササイイククルルにに
おおけけるる温温室室効効果果ガガスス排排出出量量をを地地球球温温暖暖化化係係数数にに基基づづきき二二酸酸化化炭炭素素相相当当量量
にに換換算算ししてて算算定定ししたた定定量量的的環環境境情情報報がが開開示示さされれてていいるるこことと。。

②～⑤ 略

石石油油温温水水機機器器

石油温水機器に係る判断の基準等

石油温水機器②

石油温水機器に係る判断の基準等

石油温水機器①【p.114】】
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判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

① 潜熱回収型石油温水機器にあっては、エネルギー消費効率が90％以上
であること。たただだしし、、給給湯湯用用ののももののににああっっててはは、、表表にに示示さされれたた区区分分ごご
ととのの基基準準エエネネルルギギーー消消費費効効率率又又はは算算定定式式をを用用いいてて算算定定ししたた数数値値をを下下回回
ららなないいこことと。。

② 潜熱回収型石油温水機器以外にあっては、エネルギー消費効率が表に
示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定
した以下の数値を下回らないこと。
アア．．給給湯湯用用ののももののののううちち、、瞬瞬間間形形ののももののににああっっててはは、、基基準準エエネネルルギギーー

消消費費効効率率にに95/100をを乗乗じじてて小小数数点点第第２２位位以以下下をを切切りり捨捨ててたた数数値値。。
イイ．．給給湯湯用用ののももののののううちち、、貯貯湯湯式式急急速速加加熱熱形形ののももののににああっっててはは、、基基準準

エエネネルルギギーー消消費費効効率率にに90/100をを乗乗じじてて小小数数点点第第２２位位以以下下をを切切りり
捨捨ててたた数数値値。。

ウウ．．暖暖房房用用ののももののののううちち、、貯貯湯湯式式急急速速加加熱熱形形ののももののににああっっててはは、、基基準準
エエネネルルギギーー消消費費効効率率にに95/100をを乗乗じじてて小小数数点点第第２２位位以以下下をを切切りり
捨捨ててたた数数値値。。

石石油油温温水水機機器器
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判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

① こんろ部にあっては、エネルギー消費効率が表１に示された区分ごとの基
準エネルギー消費効率を下回らないこと。

② グリル部にあっては、エネルギー消費効率が表２に示された区分ごとの基
準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した基準エネルギー消費効率
を上回らないこと。

③ オーブン部にあっては、エネルギー消費効率が表３に示された区分ごとの
基準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した基準エネルギー消費効
率を上回らないこと。

【【配配慮慮事事項項】】

①① 製製品品のの原原材材料料調調達達かからら廃廃棄棄・・リリササイイククルルにに至至るるままででののラライイフフササイイククルルにに
おおけけるる温温室室効効果果ガガスス排排出出量量をを地地球球温温暖暖化化係係数数にに基基づづきき二二酸酸化化炭炭素素相相当当量量
にに換換算算ししてて算算定定ししたた定定量量的的環環境境情情報報がが開開示示さされれてていいるるこことと。。

②～⑤ 略

ガガスス調調理理機機器器

ガス調理機器に係る判断の基準等

ガス調理機器【p.116】】

ガス調理機器
ガス調理機器については平成16年2月から特定調達品目に追加

平成17年2月に対象範囲に係る軽微な見直しを行い、平成19年2月のグリル
部、平成20年2月にオーブン部に係る判断の基準を設定して以降、判断の基
準等の見直しを実施していない

 省エネ法のトップランナー基準の目標年度はこんろ部が平成18（2006）
年度、グリル部及びオーブン部が平成20（2008）年度

カーボンフットプリントを算定した製品を配配慮慮事事項項として追加

温水器等4品目に係る判断の基準等の見直し

60
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自動車6品目
自動車については令和3年度に我が国の2050年カーボンニュートラル宣言、
2030年度の46%削減目標を受けて、関連する制度・計画等の改定が行われ、
自動車については早期の電動化に係る方針や目標等が設定された

グリーン購入法においても自動車の電動化に向けた計画・目標、税制改正大
綱のエコカー減税の燃費基準値等を踏まえ、判断の基準等の見直しを実施

令和4年12月に閣議決定された「令和5年度税制改正の大綱」においてエコ
カー減税が見直され、燃費基準値が段階的に強化されることとなった

フロン排出抑制法に基づく指定製品である乗用車用エアコンの冷媒に係る
GWPの目標値（150）が目標年度（2023年度）を迎えたところ

自動車に係る判断の基準等の見直し

令和5年度以降のエエココカカーー減減税税のの見見直直しし内内容容（（燃燃費費基基準準値値））とと整整合合を図るこ
ととし、以下のとおり燃費基準値を見直し

乗用車及び小型貨物車については令和6年度から見直し（7年度も見直し予定）

バス等、トラック等及びトラクタの重量車については令和7年度から見直し予定

小型バスについては次年度において市場への供給状況等を踏まえ改めて検討

乗用車用エアコン冷媒に係るGWPの目標値に係る判断の基準を設定

ただし、令和8年度末までの経過措置を設定（モデルチェンジのタイミングで切り
替えることから、一部の電動車等及び福祉対応車両等に影響が及ぶ）

63

①① 令令和和5年年度度ににおおけけるる見見直直しし品品目目一一覧覧及及
びび概概要要等等

②② 令令和和5年年度度のの主主なな見見直直ししののポポイインントト
a. カカーーボボンンフフッットトププリリンントト等等にに係係るる取取組組のの促促進進にに

つついいてて

b. 印印刷刷用用紙紙にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

c. 温温水水器器等等4品品目目にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししにに
つついいてて

d. 自自動動車車にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

③③ そそのの他他のの判判断断のの基基準準等等のの見見直直しし品品目目

62
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自動車の燃費に係る判断の基準の新旧比較

令和6年度の判断の基準令和5年度の判断の基準⾞ 種
電動⾞等（ハイブリッド⾃動⾞の場合は表１、表
２及び備考12（2030年度基準70%達成レベ
ル））

電動⾞等（ハイブリッド⾃動⾞の場合は表１、表
２及び備考12（2030年度基準60%達成レベ
ル））

乗⽤⾞

基準値１︓電動⾞等
基準値２︓次世代⾃動⾞又は一定の燃費基準

等（同左）を満たすもの（据え置
き）

基準値１︓電動⾞等
基準値２︓次世代⾃動⾞又は一定の燃費基準

等（2015年度基準）を満たすもの小型バス

基準値１︓電動⾞等
基準値２︓次世代⾃動⾞又は一定の燃費基準

等（2022年度基準90%達成レベ
ル）を満たすもの

基準値１︓電動⾞等
基準値２︓次世代⾃動⾞又は一定の燃費基準

等（2015年度基準+5%〜
+15%）を満たすもの

小型貨物⾞

基準値１︓電動⾞等
基準値２︓次世代⾃動⾞又は一定の燃費基準

（同左）を満たすもの（据え置き）

基準値１︓電動⾞等
基準値２︓次世代⾃動⾞又は一定の燃費基準

（2015年度基準+5%）を満たす
もの

バス等

基準値１︓電動⾞等
基準値２︓次世代⾃動⾞又は一定の燃費基準

（同左）を満たすもの（据え置き）

基準値１︓電動⾞等
基準値２︓次世代⾃動⾞又は一定の燃費基準

（2015年度基準+5%）を満たす
もの

トラック等

基準値１︓電動⾞等
基準値２︓次世代⾃動⾞又は一定の燃費基準

（同左）を満たすもの（据え置き）

基準値１︓電動⾞等
基準値２︓次世代⾃動⾞又は一定の燃費基準

（2015年度基準+5%）を満たす
もの

トラクタ

注：令和7年度からの燃費基準値については、必要に応じ、市場への供給状況を踏まえ検討

65

自動車に係る判断の基準の見直しの概要

①① 現現行行のの燃燃費費基基準準値値※※２２

②② 令令和和6年年度度のの燃燃費費基基準準値値※※２２

③③ 令令和和7年年度度のの燃燃費費基基準準値値(案案)※※２２

令令和和6年年度度かかららのの燃燃費費※※１１にに係係るる判判断断のの基基準準
自自動動車車のの種種類類

基基準準値値２２基基準準値値１１

①① 令令和和12（（2030））年年度度燃燃費費基基準準値値の60%
達達成成レベル※５

②② 令令和和12（（2030））年年度度燃燃費費基基準準値値の70%
達達成成レベル※５

③③ 令令和和12（（2030））年年度度燃燃費費基基準準値値の80%
達達成成レベル※５

電動車等※４

併せてハイブリッド自動車の場合は一定の燃費性能
を別途求める

乗乗用用車車※※３３

①① 平平成成27（（2015））年年度度燃燃費費基基準準値値
②② 同同上上（（据据ええ置置きき） ③③は改改めめてて検検討討

次世代自動車※７又は一定
の燃費性能を満たす車両

電動車等小小型型ババスス※※６６

①① 平平成成27（（2015））年年度度燃燃費費基基準準値値の+5%
超超過過達達成成レベル（軽貨物車・中量貨物車）
又は+15%超超過過達達成成レベル（軽量貨物
車）

②② 令令和和4（（2022））年年度度燃燃費費基基準準値値の90%達達
成成レベル ③③は②②とと同同じじ

次世代自動車又は一定の
燃費性能を満たす車両

電動車等小小型型貨貨物物車車※※８８

①① 平平成成27（（2015））年年度度燃燃費費基基準準値値の+5%
超超過過達達成成レベル

②② 同同上上（（据据ええ置置きき））
③③ 令令和和7（（2025））年年度度燃燃費費基基準準値値の95%達達

成成レベル

次世代自動車又は一定の
燃費性能を満たす車両

電動車等

ババスス等等※※９９
重重
量量
車車

トトララッックク等等※※10

トトララククタタ※※11

※１：ガソリン自動車、LPG自動車に係る排出ガスの判断の基準については従前（令和5年2月）の基準のとおり

※２：①は現行（令和5年度）の燃費に係る判断の基準、②は令和6年度の、③は令和7年度からの燃費に係る判断の基準（案）

※３：乗車定員9人若しくは10人以下かつ車両総重量3.5t以下の乗用自動車であって、普通自動車、小型自動車及び軽自動車

※４：電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車及び水素自動車

※５：令和2（2020）年度燃費基準値を達成しているものに限る ※６：乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t以下の乗用自動車

※７：電動車等、天然ガス自動車及びクリーンディーゼル自動車 ※８：車両総重量3.5t以下の貨物自動車

※９：乗車定員10人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車 ※10：車両総重量3.5t超の貨物自動車（けん引自動車を除く。）

※11：車両総重量3.5t超の貨物自動車（けん引自動車に限る。） 64
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判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

① 乗用車にあっては、次次のの要要件件をを満満たたすすこことと。。
アア．．電動車等であること。ただし、ハイブリッド自動車の場合は、こ

れに加えて表１に示された区分の排出ガス基準（ガソリン又はLP
ガスを燃料とする車両に限る。）に適合するとともに、表２に示
された区分ごとの燃費基準値を満たし、かつ、備備考考１１２２にに示示さされれ
たた算算定定式式にによよりり算算定定さされれたた燃燃費費基基準準値値を下回らないこと。

イイ．．エエアアココンンデディィシショョナナーーのの冷冷媒媒にに使使用用さされれるる物物質質のの地地球球温温暖暖化化係係数数
はは150以以下下ででああるるこことと。。

② 小型バスにあっては、基準値１はアを、基準値２はイを満たすこと。
ただし、ガソリンを燃料とする場合は、これに加えて表１に示された
区分の排出ガス基準に適合すること。
ア．電動車等であること。
イ．次世代自動車であること又は表３に示された区分の燃費基準値を

満たすこと。

乗乗用用車車

小型バス

小小型型貨貨物物車車

バス等

トラック等

トラクタ

乗用車及び小型貨物車に係る判断の基準等

乗用車及び小型貨物車①【p.125】】

66資料：国土交通省「自動車燃費一覧」（令和5年3月）より作成

令和4年12月末

2030年度基準達成

80%達成

70%達成

60%達成

国産車・輸入車のうちハイブリッド乗用
車の車両重量別燃費を図示

同一型式番号・類別区分番号の自動車で
あって車両重量の表記に幅のある場合は
車両重量の最も軽い重量により評価

HV乗用車の車両重量別燃費（WLTCモード）
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69

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【配配慮慮事事項項】】

① エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は
150以下であること。

② 資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資
源化又は部品の再使用若しくは材料の再生利用のための設計上の工夫
がなされていること。特に、希少金属類の減量化や再生利用のための
設計上の工夫がなされていること。

③ 再生材が可能な限り使用されていること。

④ バイオマスプラスチック又は植物を原料とする合成繊維であって環境
負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。

⑤ エコドライブ支援機能を搭載していること。

乗乗用用車車

小型バス

小小型型貨貨物物車車

バス等

トラック等

トラクタ

乗用車及び小型貨物車に係る判断の基準等

乗用車及び小型貨物車③

68

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

③ 小型貨物車にあっては、基準値１はアを、基準値２はイを満たすこと。
ただし、ガソリン又はLPガスを燃料とする場合は、これに加えて表１
に示された区分の排出ガス基準に適合すること。
ア．電動車等であること。
イ．次世代自動車であること又は利用する燃料に対応した表表４４－－１１及及

びび表表４４－－２２にに示示さされれたた区区分分のの燃燃費費基基準準値値を満たすこと。

④ バス等にあっては、基準値１はアを、基準値２はイを満たすこと。
ア．電動車等であること。
イ．次世代自動車であること又は表５に示された区分の燃費基準値を

満たすこと。

⑤ トラック等にあっては、基準値１はアを、基準値２はイを満たすこと。
ア．電動車等であること。
イ．次世代自動車であること又は表６に示された区分の燃費基準値を

満たすこと。

⑥ トラクタにあっては、基準値１はアを、基準値２はイを満たすこと。
ア．電動車等であること。
イ．次世代自動車であること又は表７に示された区分の燃費基準値を

満たすこと。

乗乗用用車車

小型バス

小小型型貨貨物物車車

バス等

トラック等

トラクタ

乗用車及び小型貨物車に係る判断の基準等

乗用車及び小型貨物車②
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①① 令令和和5年年度度ににおおけけるる見見直直しし品品目目一一覧覧及及
びび概概要要等等

②② 令令和和5年年度度のの主主なな見見直直ししののポポイインントト
a. カカーーボボンンフフッットトププリリンントト等等にに係係るる取取組組のの促促進進にに

つついいてて

b. 印印刷刷用用紙紙にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

c. 温温水水器器等等4品品目目にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししにに
つついいてて

d. 自自動動車車にに係係るる判判断断のの基基準準等等のの見見直直ししににつついいてて

③③ そそのの他他のの判判断断のの基基準準等等のの見見直直しし品品目目

71

（前 略）

乗用車に係る燃費基準値（WLTCモード燃費値）の算定方法は、次式による。ななおお、、次次式式ににおお
いいてて係係数数α及及びび係係数数βをを乗乗ずずるる前前にに小小数数点点以以下下第第1位位未未満満をを四四捨捨五五入入すするるこことと。。

FE＝（－2.47×10-6×M2－8.52×10-4×M＋30.65）×α×β （M＜2,759kg）
FE＝9.5×α×β （M≧2,759kg）

FE：燃費基準値（km/L） （小数点以下第１位未満を四捨五入）

M ：車両重量（kg）
α ：燃費基準達成率であって0.7
β  ：燃料がガソリンの場合は1.0、軽油の場合は1.1、LPガスの場合は0.74

判判断断のの基基準準①①イイ及及びび配慮事項①については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関す
る法律（平成13年法律第64号）第２条第２項の指定製品の対象となる製品に適用するものと
する。

（中 略）

判判断断のの基基準準①①イイににつついいててはは、、令令和和9年年3月月末末ままでで経経過過措措置置をを設設けけるるここととととしし、、ここのの期期間間ににおおいいてて
はは適適用用ししなないい。。

備考）１１２２

１１３３

１４～２０

２２１１

乗用車及び小型貨物車に係る判断の基準等

70

乗用車及び小型貨物車④
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文具類に係る判断の基準等の見直し

文具類
令和4年度においてプラスチック製クロステープを対象として明確化（布粘
着テープに含む）したところであるが、再生材料配合率の算定から除くこと
としているラミネート層においても再生材料を配合した製品が上市

また、文具類に係る共通の判断の基準として「大部分の材料が金属類（金属
類が製品全体重量の95%以上）」に関する新たな基準を設定したところ（大
部分の材料が金属類である品目については1年間の経過措置を設定）

布布粘粘着着テテーーププについてはラミネート層に再生材料を配合した製品も評価でき
るよう再生材料配合率の算定において「ラミネート層を除くここととががででききるる」
ことに見直し

ラミネート層に再生材料を使用している場合は再生材料の配合率に含めることが
できる（エコマーク認定基準に整合）

大部分の材料が金属類である品目に設定していた経経過過措措置置をを終終了了

ノノーートトについては塗工印刷用紙に係る判断の基準等の見直しに伴うもの

カーボンフットプリントガイドラインの策定に伴う算定方法を追記

73

判断の基準等の見直し分野・品目一覧

品品 目目分分 野野

塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙紙紙類類（（2））

布粘着テープ（プラスチック製クロステープを含む。）、ノート注３文文具具類類（（2））

コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、プロジェクタ画画像像機機器器等等（（4））

シュレッダー、電子式卓上計算機オオフフィィスス機機器器等等((2))

電気便座家家電電製製品品（（1））

ヒートポンプ式電気給湯器、ガス温水機器、石油温水機器、ガス調理機器温温水水器器等等（（4））
LEDを光源とした内照式表示灯照照明明（（1））
乗用車、小型貨物車自自動動車車等等（（2））
断熱サッシ・ドア注４、自動水栓公公共共工工事事（（2））

印刷注３、食堂、印刷機能等提供業務注５役役務務（（3））

注１：分野の（）内の数字は見直し品目数
注２：次のページから青字・下線の品目について記載、それ以外の品目は見直しポイントで既述、もしくは

注３～５に記載のとおり
注３：ノート及び印刷（役務）は印刷用紙に係る判断の基準等の見直しへの対応であり、以下では判断の

基準等について特記していない
注４：断熱サッシ・ドアは法律名の変更に伴うものであり、以下では判断の基準等について特記していない
注５：印刷機能等提供業務はコピー機等3品目の基準値1に係る経過措置の終了に伴うものであり、以下では

判断の基準等について特記していない

72
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布粘着テープ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ｸﾛｽﾃｰﾌﾟを含む｡）に係る判断の基準等

布粘着テープ【p.21】】

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】
●● テープ基材（ラミネート層を除くここととががででききるる。）については再生プラス

チックがプラスチック重量の40%以上使用されていること又はバイオマス
プラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されてい
ること。

布布粘粘着着テテーーププ
（（ププララススチチッックク
製製ククロロスステテーーププ
をを含含むむ。。））

75

文具類の調達に当たって参考となる「グリーン購入法<文具類>の手引」は
以下の一般社団法人全日本文具協会のホームページに掲載

http://www.zenbunkyo.jp/green/pdf/green_2024.pdf

文具類共通の判断の基準等

文具類共通【p.18】】

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】
 次のいずれかの要件を満たすこと。また、これに加えて、主要材料以外の

材料に木質が含まれる場合は②、紙が含まれる場合で原料にバージンパル
プが使用される場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと。
①～③ 略

④ 大部分の材料が金属類の場合は、次の要件を満たすこと。ただし、す
べての材料が金属の場合はイの要件を除く。

ア．原材料の使用量の削減及び部品等の軽量化・減量化が図られるよ
う製品の設計がなされていること。

イ．使用後に異種材料間の分解・分別が可能なものであること。ただ
し、安全性などを考慮し、容易に分解・分別できないことが必要
な部品を除く。

⑤ 略

文文具具類類共共通通
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プロジェクタ
プロジェクタは平成23年2月に特定調達品目として追加

平成25年2月に待機時消費電力の見直し、水銀ランプの回収に係る判断の基
準等について改定を行うなど適時見直しを実施

平成30年2月にはLEDを光源とした製品の普及促進の観点から、固体光源の
製品について製品本体重量及び消費電力に係る判断の基準の見直しを実施

令和元年2月には製品本体重量、消費電力及び待機時消費電力に係る判断の
基準の強化、固体光源（LED、レーザー等）に係る判断の基準の見直し等を
実施

プロジェクタの対象に有有効効光光束束5,000lm以以上上を加え対対象象範範囲囲をを拡拡大大

講堂などの広い場所等にプロジェクタを設置する場合も対象

新たな判断の基準（OR基基準準）としてエエココママーークク認認定定基基準準（（商商品品類類型型
No.145））をを活活用用（エコマーク認定基準を満たすこと又は同等なものである
こと）

ググリリーーンン購購入入のの裾裾野野のの拡拡大大を図るため選択肢として追加（選選択択容容易易性性のの向向上上）

カーボンフットプリントを算定した製品を配配慮慮事事項項として追加

プロジェクタに係る判断の基準等の見直し

77

コピー機等3品目【p.34】】

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】
＜＜共共通通事事項項＞＞
 基準値１は、次の①から⑤の要件を、基準値２は、次の②から⑤の要件を

それぞれ満たすこと。

① 製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相
当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

②～⑤ 略

＜＜個個別別事事項項＞＞

①及び② 略

【【配配慮慮事事項項】】

①～⑦ 略

ココピピーー機機

複複合合機機

拡拡張張性性ののああるるデデ
ジジタタルルココピピーー機機

76

 ココピピーー機機等等3品品目目について2段階の判断の基準の基基準準値値1（（カーボンフットプリント
を算定した製品））に係る経経過過措措置置のの終終了了

 令和6年度から基基準準値値1（共通事項①～⑤を満たすこと）を適用
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79

プロジェクタに係る判断の基準等

プロジェクタ②

本項の判断の基準の対象となる「プロジェクタ」は、コンピュータ入力端子を有し、コン
ピュータ等の画像を拡大投写できるフロント投写方式の機器であって、会議室、教室、、講講堂堂等
で使用するものをいい、1m以内の距離で横幅1.2m以上のスクリーンに投写できるプロジェク
タ（以下「短焦点プロジェクタ」という。短焦点プロジェクタのうち、特に0.5m以内の距離
で同様に投写できるプロジェクタを「超短焦点プロジェクタ」という。）を含むものとする。

【略】

製品本体の重量の基準の算定方法は、有有効効光光束束にに応応じじてて次式による。

製品本体重量の基準（kg）＝0.0012×Φ×α×β （（Φ＜＜5,000））

製製品品本本体体重重量量のの基基準準（（kg））＝＝0.0030××Φ××α××β （（Φ≧≧5,000））

Φ：有効光束（lm）
α：超短焦点プロジェクタの場合は1.5、短焦点プロジェクタの場合は1.2、それ以外の場

合は1.0
β：固体光源の場合は2.0、それ以外の場合は1.0

（中 略）

判判断断のの基基準準②②のの「「エエココママーークク認認定定基基準準」」ととはは、、公公益益財財団団法法人人日日本本環環境境協協会会エエココママーークク事事務務局局がが
運運営営すするるエエココママーークク商商品品類類型型ののううちち、、商商品品類類型型No.145「「ププロロジジェェククタタ Version2」」にに係係るる認認
定定基基準準ををいいうう。。

（後 略）

備考）１１

２

３

４～１０

１１１１

プロジェクタに係る判断の基準等

プロジェクタ①【p.54】】

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】
 次次ののいいずずれれかかのの要要件件をを満満たたすすこことと。。

①① 次次のの要要件件をを満満たたすすこことと。。

ア．製品本体の重量が備備考考３３に示された算定式を用いて算出された基
準の数値を上回らないこと。

イ及びウ 略

エ．光源ランプに水銀を使用している場合は、水銀の使用に関する注
意喚起及び適切な廃棄方法に関する情報提供がなされていること、
かかつつ、、使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みがあること。

オ及びエ 略

②② エエココママーークク認認定定基基準準をを満満たたすすこことと又又はは同同等等ののももののででああるるこことと。。

【【配配慮慮事事項項】】

①～③ 略

④④ 製製品品のの原原材材料料調調達達かからら廃廃棄棄・・リリササイイククルルにに至至るるままででののラライイフフササイイククルルににおお
けけるる温温室室効効果果ガガスス排排出出量量をを地地球球温温暖暖化化係係数数にに基基づづきき二二酸酸化化炭炭素素相相当当量量にに換換
算算ししてて算算定定ししたた定定量量的的環環境境情情報報がが開開示示さされれてていいるるこことと。。

⑤～⑪ 略

ププロロジジェェククタタ
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シュレッダーに係る判断の基準等

シュレッダー①【p.79】】

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】
 次次ののいいずずれれかかのの要要件件をを満満たたすすこことと。。

①① 次次のの要要件件をを満満たたすすこことと。。

ア．待機時消費電力が1.5W以下であること。

イ．低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらの
モードへの移行時間が出荷時に10分以下に設定されていること。

ウウ．．特特定定のの化化学学物物質質がが含含有有率率基基準準値値をを超超ええなないいこことと。。

②② エエココママーークク認認定定基基準準をを満満たたすすこことと又又はは同同等等ののももののででああるるこことと。。

【【配配慮慮事事項項】】

①① 製製品品のの原原材材料料調調達達かからら廃廃棄棄・・リリササイイククルルにに至至るるままででののラライイフフササイイククルルににおお
けけるる温温室室効効果果ガガスス排排出出量量をを地地球球温温暖暖化化係係数数にに基基づづきき二二酸酸化化炭炭素素相相当当量量にに換換
算算ししてて算算定定ししたた定定量量的的環環境境情情報報がが開開示示さされれてていいるるこことと。。

②～⑦ 略

シシュュレレッッダダーー

81

シュレッダー
シュレッダーは平成16年2月より特定調達品目として追加

当初はモータの出力能力別に待機時消費電力に係る判断の基準を設定

平成27年度の見直しにおいて欧州の待機時消費電力基準（ErP Lot6）に対
応するよう、待機時消費電力基準の強化、出荷時における低電力モード又は
オフモードへの移行時間を配慮事項から判断の基準へ格上げ

特特定定のの化化学学物物質質のの使使用用制制限限について配慮事項から判判断断のの基基準準へへ格格上上げげ

令和6年度1年間の経過措置を設定

新たな判断の基準（OR基基準準）としてエエココママーークク認認定定基基準準（（商商品品類類型型
No.161））をを活活用用（エコマーク認定基準を満たすこと又は同等なものである
こと）

ググリリーーンン購購入入のの裾裾野野のの拡拡大大を図るため選択肢として追加（選選択択容容易易性性のの向向上上）

カーボンフットプリントを算定した製品を配配慮慮事事項項として追加

シュレッダーに係る判断の基準等の見直し

80
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83

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

① 使用電力の50％以上が太陽電池から供給されること。

② 再生プラスチックがプラスチック重量の40％以上使用されていること又又はは
ババイイオオママススププララススチチッッククででああっってて環環境境負負荷荷低低減減効効果果がが確確認認さされれたたももののがが使使
用用さされれてていいるるこことと。

③ 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。

【【配配慮慮事事項項】】

 製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルに
おける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量
に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。

電電子子式式卓卓上上計計算算機機

電子式卓上計算機【p.85】】

 電電子子式式卓卓上上計計算算機機について「環境負荷低減効果が確認されたババイイオオママススププララススチチッッ
ククのの使使用用」を新たに判断の基準として追加

（前 略）

「「ババイイオオママススププララススチチッックク」」ととはは、、原原料料ととししてて植植物物ななどどのの再再生生可可能能なな有有機機資資源源をを使使用用すするるププララ
ススチチッッククををいいうう。。

「「環環境境負負荷荷低低減減効効果果がが確確認認さされれたたもものの」」ととはは、、製製品品ののラライイフフササイイククルル全全般般ににわわたたるる環環境境負負荷荷にに
つついいててトトレレーードドオオフフをを含含めめ定定量量的的、、客客観観的的かかつつ科科学学的的にに分分析析・・評評価価しし、、第第三三者者ののLCA専専門門家家等等
にによよりり環環境境負負荷荷低低減減効効果果がが確確認認さされれたたももののををいいうう。。

（後 略）

備考）３３

４
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シュレッダーに係る判断の基準等

シュレッダー②

（前 略）

判判断断のの基基準準②②のの「「エエココママーークク認認定定基基準準」」ととはは、、公公益益財財団団法法人人日日本本環環境境協協会会エエココママーークク事事務務局局がが
運運営営すするるエエココママーークク商商品品類類型型ののううちち、、商商品品類類型型No.161「「シシュュレレッッダダーー Version1」」にに係係るる認認
定定基基準準ををいいうう。。

（中 略）

判判断断のの基基準準①①ウウににつついいててはは、、令令和和６６年年度度１１年年間間はは経経過過措措置置をを設設けけるるここととととしし、、ここのの期期間間ににおおいい
ててはは、、当当該該項項目目にに係係るる判判断断のの基基準準はは適適用用ししなないい。。

備考）４４

５～９

１１００
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電気便座に係る判断の基準等

電気便座【p.98】】

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】
 エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を

上回らないこと。

【【配配慮慮事事項項】】

①～⑤ 略

電電気気便便座座

85

（前 略）

判判断断のの基基準準ににつついいててはは、、令令和和６６年年度度１１年年間間はは経経過過措措置置をを設設けけるるここととととしし、、ここのの期期間間ににおおいいててはは、、
「「環環境境物物品品等等のの調調達達のの推推進進にに関関すするる基基本本方方針針」」（（令令和和５５年年２２月月24日日閣閣議議決決定定））のの電電気気便便座座にに係係
るる判判断断のの基基準準をを満満たたすす製製品品はは、、本本項項のの判判断断のの基基準準をを満満たたすすももののととみみななすすここととととすするる。。

備考）５５

電気便座
電気便座は令和4年度の見直しにおいて、暖房機能のみを有するものを対象
から除外したほか、カーボンフットプリントが算定された製品であることを
配慮事項に設定したところ

他方、エネルギー消費効率に係る判断の基準の強化については令和5年度に
おいて継続検討とされたところ

貯貯湯湯式式及及びび瞬瞬間間式式の電気便座について市場における供給状況を確認の上、エエ
ネネルルギギーー消消費費効効率率を強化

令和6年度1年間の経過措置を設定

基準エネルギー消費効率（kWh）区 分
172貯湯式（貯湯タンク有り）温⽔洗浄便座

（洗浄機能有り） 87貯湯式（貯湯タンク無し）

電気便座に係る基準エネルギー消費効率（年間消費電力量）

電気便座に係る判断の基準等の見直し
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自動水栓（公共工事）に係る判断の基準等

自動水栓①【p.207】】

87

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

①① 自自動動水水栓栓（（自自己己発発電電機機構構付付））ににああっっててはは、、次次のの要要件件をを満満たたすすこことと。。
アア．．電電気気的的制制御御にによよりり、、水水栓栓のの吐吐水水口口にに手手をを近近づづけけたた際際にに非非接接触触ににてて

自自動動でで吐吐水水しし、、手手をを遠遠ざざけけたた際際にに自自動動でで止止水水すするるももののででああるるこことと。。
ままたた、、止止水水ままででのの時時間間はは2秒秒以以内内ででああるるこことと。。

イイ．．水水圧圧0.1MPa以以上上、、0.7MPa以以下下のの各各水水圧圧ににおおいいてて、、吐吐水水流流量量がが
5L/分分以以下下ででああるるこことと。。

ウウ．．単単相相交交流流（（100V））のの外外部部電電源源がが不不要要でで、、自自己己発発電電ででききるる機機構構をを
有有ししてていいるるこことと。。

②② 自自動動水水栓栓（（AC100Vタタイイププ・・乾乾電電池池式式））ににああっっててはは、、次次のの要要件件をを満満たた
すすこことと。。
アア．．電電気気的的制制御御にによよりり、、水水栓栓のの吐吐水水口口にに手手をを近近づづけけたた際際にに非非接接触触ににてて

自自動動でで吐吐水水しし、、手手をを遠遠ざざけけたた際際にに自自動動でで止止水水すするるももののででああるるこことと。。
ままたた、、止止水水ままででのの時時間間はは2秒秒以以内内ででああるるこことと。。

イイ．．水水圧圧0.1MPa以以上上、、0.7MPa以以下下のの各各水水圧圧ににおおいいてて、、吐吐水水流流量量がが
5L/分分以以下下ででああるるこことと。。

自自動動水水栓栓

自動水栓【公共工事】
公共工事の節水器具としての自動水栓は平成14年2月から特定調達品目に追
加されたところであるが、定量的な判断の基準は設定されず、以降の期間に
おいても判断の基準等の見直しは未実施

令和3年度において物品の「節水器具」に係る見直し検討を行い、節水型の
機器について対象範囲、判断の基準等を整理（品目名称「節水機器」から
「節水器具」）。新たに自動水栓、節湯水栓等を加えた「給水栓」を追加

水使用量の削減、節水・節湯を通じた省エネルギーに寄与することから、公
共工事の自動水栓においても、物品の自動水栓と同じ判断の基準を設定

トイレの洗面用または手洗用の自動水栓が対象

自動水栓に係る判断の基準等の見直し

判断の基準等の概要自動水栓の種類
ア．電気的制御により、⽔栓の吐⽔⼝に手を近づけた際に非接触で⾃動で吐⽔、手を

遠ざけた際に⾃動で止⽔。止⽔までの時間は2秒以内
イ．⽔圧0.1MPa以上、0.7MPa以下の各⽔圧で吐⽔流量が5L/分以上
ウ．単相交流の外部電源が不要で、⾃⼰発電機構を有する

自己発電機構付

ア及びイの要件は⾃動⽔栓（⾃⼰発電機構付）と同じAC100Vタイプ・乾電池式

自動水栓に係る判断の基準等の概要
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89

判判断断のの基基準準等等品品 目目

【【判判断断のの基基準準】】

①～⑨ 略

【【配配慮慮事事項項】】

①～⑥ 略

⑦⑦ 食食器器はは、、可可能能なな限限りり修修繕繕又又はは再再生生利利用用さされれるるこことと。。

⑧及び⑨ 略

食食堂堂

食堂【p.223】】

 食食堂堂（（役役務務））で使用する食器について「可可能能なな限限りり修修繕繕又又はは再再生生利利用用さされれるるこことと」
を配慮事項として設定

88

自動水栓（公共工事）に係る判断の基準等

自動水栓②

自動水栓の判断の基準は、トイレの洗面用または手洗用の水栓を対象とする。

吐吐水水流流量量のの試試験験方方法法はは、、JIS B 2061のの吐吐水水流流量量試試験験にに準準ずずるるももののととすするる。。

定定量量止止水水性性能能のの試試験験方方法法はは、、JIS B 2061のの定定量量止止水水性性能能試試験験にに準準ずずるるももののととすするる。。

止止水水ままででのの時時間間はは、、吐吐水水のの本本流流がが収収束束ししたた時時点点ままででととしし、、5回回測測定定ししたた平平均均ととすするる。。

【略】

備考）１

２２

３３

４４

５～６
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国等の機関向け事務連絡

 国等の各機関においては、調達方針の策定、調達実績のとりまとめについて、下記の
スケジュールにてご対応をお願いします。

 電⼦化の観点から、関係省庁等間のやり取りについては、公⽂への捺印を省略すると
ともに、原則として電⼦データでの授受となります。

 公⽂書のひな型、手続きについては、別途メールにてご連絡します。

手続き等時期

令和６年度調達方針の作成（各機関）令和６年３月末まで
令和６年度調達方針に関する環境省への連絡
（担当者及び公表URLの通知）令和６年４月19⽇（⾦）まで

令和５年度調達実績の公表・環境省への報告令和６年６月28⽇（⾦）まで

☞ 国等の機関向け事務手続、調達実績の集計フォーマット等は、グリーン購入法.net
の「参考資料」のサイトに掲載しています。
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/shiryou.html

資資料料４４

調達方針の策定、調達実績のとりまとめについて

事務手続きスケジュール

提案募集について

 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める
特定調達品目及びその判断の基準等の⾒直しの参考とするため、毎年度、特定
調達品目に関する提案募集を実施しています。

 令和6年度は、温室効果ガス排出削減（CFP等の定量的環境情報の開⽰ や
カーボン・オフセットされた製品・サービス等を含む）やプラスチックの資源循環に特
に資すると考えられる提案とともに、２段階の判断の基準（基準値１，２）等の
更なる活⽤方策に係る提案について、積極的に募集します。

 提案募集の時期は、令和6年5月頃を予定していますので、環境物品等の製造・
販売等を⾏う事業者等の皆様からのご提案をお待ちしています。

【提案募集の内容】

 令和5年度の提案募集の募集要項等は、下記URLからご覧いただけます。
https://www.env.go.jp/press/press_01517.html （物品・役務）
https://www.env.go.jp/press/press_01521.html （公共工事）

 令和6年度の提案募集については、提案募集開始時に環境省他より報道発表するととも
に、環境省のグリーン購⼊法に関する下記サイトにも掲載いたします。
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html

資資料料３３

◍ 特定調達品目の追加及びその判断の基準の提案
◍ 現⾏の判断の基準の強化、⾒直し等の提案（基準値１への設定提案を含む）
※提案募集は、「物品・役務」「公共工事」の分野に分けてそれぞれ実施
※基準値１とは、より高い環境性能の基準値であり、可能な限り調達を推進していく基準として示すもの
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：判断の基準等変更品目

品目数
追加・削除

品目数
品目名称等

前 文
＊GX推進戦略への対応、カーボンフットプリント ガイドライン
の名称の追記等

1 紙 類 7
コピー用紙
フォーム用紙
インクジェットカラープリンター用塗工紙

塗工されていない印刷用紙

＊総合評価値を80以上に変更し、評価値、指標値、加算値を見
直し（古紙パルプ配合率の最低保証の撤廃、「管理木材パルプ」
を新たに区分し重みづけを0.75に設定等。白色度は、古紙パル
プとバージンパルプの配合率に応じた基準値に基づき最大15
点を加点する変更。
＊配慮事項に総合評価値がより高いものであることを追加。

塗工されている印刷用紙

＊総合評価値を80以上に変更し、評価値、指標値、加算値を見
直し（古紙パルプ配合率の最低保証の撤廃、「管理木材パルプ」
を新たに区分し重みづけを0.75に設定等。）
＊配慮事項に総合評価値がより高いものであることを追加。

トイレットペーパー
ティッシュペーパー

2 文 具 類 85 ＊大部分の材料が金属類の製品に係る経過措置の終了

シャープペンシル
シャープペンシル替芯
ボールペン
マーキングペン
鉛筆
スタンプ台
朱肉
印章セット
印箱
公印
ゴム印
回転ゴム印
定規
トレー
消しゴム
ステープラー（汎用型）
ステープラー（汎用型以外）
ステープラー針リムーバー
連射式クリップ（本体）
事務用修正具（テープ）
事務用修正具（液状）
クラフトテープ

＊ラミネート層の扱いについて修正

両面粘着紙テープ
製本テープ
ブックスタンド
ペンスタンド
クリップケース
はさみ
マグネット（玉）
マグネット（バー）
テープカッター
パンチ（手動）
モルトケース（紙めくり用スポンジケース）
紙めくりクリーム
鉛筆削（手動）
OAクリーナー（ウエットタイプ）
OAクリーナー（液タイプ）
ダストブロワー
レターケース
メディアケース
マウスパッド
OAフィルター（枠あり）
丸刃式紙裁断機
カッターナイフ
カッティングマット
デスクマット

布粘着テープ（プラスチック製クロステー
プを含む。)

品目名称

特定調達品目及び判断の基準等の改定一覧

分　　野
特定調達品目

（令和5年2月閣議決定）
特定調達品目の判断の基準等の改定の主な内容

（令和5年12月閣議決定）

資資料料５５
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品目数
追加・削除
品目数

品目名称等品目名称

分　　野
特定調達品目

（令和5年2月閣議決定）
特定調達品目の判断の基準等の改定の主な内容

（令和5年12月閣議決定）

OHPフィルム
絵筆
絵の具
墨汁
のり（液状）（補充用を含む。）
のり（澱粉のり）（補充用を含む。）
のり（固形）
のり（テープ）
ファイル
バインダー
ファイリング用品
アルバム
つづりひも
カードケース
事務用封筒（紙製）
窓付き封筒（紙製）
けい紙
起案用紙
ノート ＊塗工されている印刷用紙の判断の基準の見直しに伴う変更
パンチラベル
タックラベル
インデックス
付箋紙
付箋フィルム
黒板拭き
ホワイトボード用イレーザー
額縁
テープ印字機等用カセット
テープ印字機等用テープ
ごみ箱
リサイクルボックス
缶・ボトルつぶし機（手動）
名札（机上用）
名札（衣服取付型・首下げ型）
鍵かけ
チョーク
グラウンド用白線
梱包用バンド

3 オフィス家具等 12
いす
机
棚
収納用什器（棚以外）
ローパーティション
コートハンガー
傘立て
掲示板
黒板
ホワイトボード
個室ブース
ディスプレイスタンド

4 画 像 機 器 等 10

コピー機
＊判断の基準の基準値1の「定量的環境情報が開示されている
こと」に係る1年間の経過措置を終了

複合機
＊判断の基準の基準値1の「定量的環境情報が開示されている
こと」に係る1年間の経過措置を終了

拡張性のあるデジタルコピー機
＊判断の基準の基準値1の「定量的環境情報が開示されている
こと」に係る1年間の経過措置を終了

プリンタ
プリンタ複合機
ファクシミリ
スキャナ

プロジェクタ

＊エコマーク基準を満たすこと又は同等のものであることを判
断の基準の選択肢として追加
＊対象範囲の拡大（5,000ルーメン以上の製品を追加）
＊配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を追加
等

トナーカートリッジ
インクカートリッジ

5 電子計算機等 4
電子計算機
磁気ディスク装置
ディスプレイ
記録用メディア
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品目数
追加・削除
品目数

品目名称等品目名称

分　　野
特定調達品目

（令和5年2月閣議決定）
特定調達品目の判断の基準等の改定の主な内容

（令和5年12月閣議決定）

6 オフィス機器等 5

シュレッダー

＊エコマーク基準を満たすこと又は同等のものであることを判
断の基準の選択肢として追加
＊特定の化学物質の使用の制限を配慮事項から判断の基準に
格上げ
＊配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を追加

デジタル印刷機
掛時計
電子式卓上計算機 ＊バイオマスプラスチックに係る判断の基準を追加
一次電池又は小形充電式電池

7 移 動 電 話 等 3
携帯電話
PHS
スマートフォン

8 家 電 製 品 6
電気冷蔵庫
電気冷凍庫
電気冷凍冷蔵庫
テレビジョン受信機

電気便座
＊エネルギー消費効率に係る判断の基準を変更するとともに、
1年間の経過措置を設定

電子レンジ
9 4

家庭用エアコンディショナー
業務用エアコンディショナー
ガスヒートポンプ式冷暖房機
ストーブ

10 温 水 器 等 4

ヒートポンプ式電気給湯器
＊エネルギー消費効率に係る判断の基準を変更
＊配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を追加

ガス温水機器
＊エネルギー消費効率に係る判断の基準を変更
＊ハイブリッド給湯器を対象に追加
＊配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を追加

石油温水機器
＊エネルギー消費効率に係る判断の基準を変更
＊配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を追加

ガス調理機器 ＊配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」を追加

11 照 明 3
LED照明器具

LEDを光源とした内照式表示灯
＊配慮事項に「定量的環境情報が開示されていること」及び「ラ
イフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であ
ること」を追加

電球形LEDランプ
12 自 動 車 等 8

乗用車

＊燃費基準値の変更（ハイブリッド自動車は2030年度基準

70%達成レベルへ引き上げ）
＊カーエアコン冷媒に係る配慮事項（GWP150以下）を判断の
基準に格上げするとともに、2026年度（令和8年度）末までの
経過措置を設定

小型バス

小型貨物車
＊燃費基準値の変更（2022年度基準90%達成レベルへ引き
上げ）

バス等
トラック等
トラクタ
乗用車用タイヤ

２サイクルエンジン油

13 消 火 器 1
消火器

14 制服・作業服等 4
制服
作業服
帽子
靴

エアコンディ
ショナー等
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品目数
追加・削除
品目数

品目名称等品目名称

分　　野
特定調達品目

（令和5年2月閣議決定）
特定調達品目の判断の基準等の改定の主な内容

（令和5年12月閣議決定）

15 11
カーテン
布製ブラインド
金属製ブラインド
タフテッドカーペット
タイルカーペット
織じゅうたん
ニードルパンチカーペット
毛布
ふとん
ベットフレーム
マットレス

16 作 業 手 袋 1
作業手袋

17 7
集会用テント
ブルーシート
防球ネット
旗
のぼり
幕
モップ

18 設 備 11

太陽光発電システム

太陽熱利用システム
燃料電池
エネルギー管理システム
生ゴミ処理機
節水器具
給水栓
日射調整フィルム
低放射フィルム
テレワーク用ライセンス
Web会議システム

19 災害備蓄用品 10

災害備蓄用飲料水
アルファ化米
保存パン
乾パン
レトルト食品等
栄養調整食品
フリーズドライ食品
非常用携帯燃料
携帯発電機

20 公 共 工 事 70 公共工事
＜資材＞

建設汚泥から再生した処理土
土工用水砕スラグ
銅スラグを用いたケーソン中詰め材
フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材

地盤改良用製鋼スラグ
高炉スラグ骨材
フェロニッケルスラグ骨材
銅スラグ骨材
電気炉酸化スラグ骨材
再生加熱アスファルト混合物
鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物
中温化アスファルト混合物
鉄鋼スラグ混入路盤材
再生骨材等
間伐材
高炉セメント
フライアッシュセメント
エコセメント
透水性コンクリート
鉄鋼スラグブロック
フライアッシュを用いた吹付けコンクリート

下塗用塗料（重防食）
低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料

高日射反射率塗料
高日射反射率防水
再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）
再生材料を用いた舗装用ブロック類
（プレキャスト無筋コンクリート製品）
バークたい肥
下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料（下
水汚泥コンポスト）
LED道路照明

そ の 他
繊 維 製 品

（毛布、テント、作業手袋、ブルーシート及び一次電池）

非常用携帯電源

イ ン テ リ ア ・
寝 装 寝 具
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品目数
追加・削除
品目数

品目名称等品目名称

分　　野
特定調達品目

（令和5年2月閣議決定）
特定調達品目の判断の基準等の改定の主な内容

（令和5年12月閣議決定）

再生プラスチック製中央分離帯ブロック
セラミックタイル

断熱サッシ・ドア
＊「エネルギー使用の合理化等に関する法律施行令」の名称改
正に伴い、配慮事項を見直し

製材
集成材
合板
単板積層材
直交集成板
フローリング
パーティクルボード
繊維版
木質系セメント板
木材・プラスチック再生複合材製品
ビニル系床材
断熱材
照明制御システム
変圧器
吸収冷温水機
氷蓄熱式空調機器
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
送風機
ポンプ
排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管

自動水栓
＊工業会からいただいた意見を踏まえ、節水効果の向上を図る
ため、判断の基準等を見直し

自動洗浄装置及びその組み込み小便器
大便器
再生材料を使用した型枠
合板型枠

＜建設機械＞
排出ガス対策型建設機械
低騒音型建設機械

＜工法＞
低品質土有効利用工法
建設汚泥再生処理工法
コンクリート塊再生処理工法
路上表層再生工法
路上再生路盤工法
伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法

泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法
＜目的物＞

排水性舗装
透水性舗装
屋上緑化

21 役 務 20
省エネルギー診断
印刷 ＊印刷用紙の判断の基準等の見直しに伴う変更

食堂
＊食器は可能な限り修繕、再生利用が行われることを配慮事項
に追加

自動車専用タイヤ更生
自動車整備
庁舎管理
植栽管理
加煙試験
清掃
タイルカーペット洗浄
機密文書処理
害虫防除
輸配送
旅客輸送
庁舎等において営業を行う小売業務
クリーニング
飲料自動販売機設置
引越輸送
会議運営

印刷機能等提供業務
＊コピー機等の定量的環境情報開示に係る経過措置の終了に
伴う変更

22 ご み 袋 等 1
プラスチック製ごみ袋

品目数 287 0 【22分野287品目】
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